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文 教 民 生 委 員 会 次 第 

 

日 時：2019年11月18日(月)９：30～ 

場 所：第２委員会室 

 

１ 開  会 

 

 

２ 委員長あいさつ 

 

 

３ 自己紹介 

正副委員長 → 委 員 → 当 局（名簿順） → 事務局 

 

 

４ 協議事項 

⑴ 委員会所管事項の事務概要について《別添資料》 

  【地域コミュニティ振興部】 

  生涯学習課、文化振興課、新文化会館整備推進室、スポーツ振興課 

  【市民生活部】  

市民課、生活環境課 

  【健康福祉部】  

社会福祉課、高年介護課、健康増進課 

  【教育委員会】  

教育総務課、こども教育課、こども育成課 

 

⑵ 委員会の重点調査事項について  

前期の重点調査事項  ＜別紙１＞ 

 

⑶ 各種委員の選出について  ＜別紙２＞ 

 

⑷ その他  

 ア 席次の指定について ＜別紙席次案＞ 

 イ その他 

 

５ 閉  会 

  



文教民生委員会重点調査事項 
2019.06.21 

 

 

１ 福祉等の充実について 

      

   ２ 医療の確保について 

      

   ３ 環境衛生について 

      

   ４ 交通安全・防犯対策について 

      

   ５ 教育をめぐる諸問題について 

      

   ６ 子ども・子育て支援について 

      

   ７ 文化財の保護と伝統文化の継承について 

      

   ８ 生涯学習について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜別紙１＞ 



各種委員の選出について 
 

【互選によるもの】 

名      称 員数 
選任等

種別 
氏   名 

豊岡市国民健康保険運営協議会

委員 
※委員の内から会長、会長代理を

選出 

４人 任命 

(会  長) 

(会長代理） 

 

 

豊 岡 第 ２ 清 掃 セ ン タ ー 

管 理 運 営 協 議 会 委 員 
２人 委嘱 

 

 

豊岡市パチンコ店等建築審査会

委員 
２人 委嘱 

 

 

豊岡防犯協会役員 
 ※住所が旧豊岡市の委員 
 ※委員の中から副会長、監事を選

出 

２人 選任 
（副会長） 

（監 事） 

豊岡市奨学生選考委員会委員 ２人 委嘱 
 

 

 

【職名によるもの】 

 
名      称 

選任等 

種別 

委 員 長 

⑴民生委員推せん会委員 委嘱 

⑵豊岡市青少年問題協議会委員 任命 

⑶豊岡市災害対策本部出席者 要請 

⑷豊岡市社会福祉協議会評議員 
委嘱 

(選任) 

⑸豊岡市功労者表彰審査委員会委員 要請 

⑹豊岡市子どもと心でつながる市民運動推進協議会会員 委嘱 

副委員長 ⑴民生委員推せん会委員 委嘱 

 

＜別紙２＞ 



【委　　員】

８名

【当　　局】2019.11.12：出席者は着色をしています。

８名 ８名

10名

11名

【事 務 局】

合計46名

堂垣　真弓

冨岡　　隆

市民生活部長

市民課長

今井　謙二

定元　秀之

谷岡　慎一

船野　恵子

木下　直樹

柏木　敏高

川口　雅浩

こども育成課長

橋本　明宏

永井　義久

宇川　義和

氏　名

氏　名職   名

福　田　嗣　久

2019.11.12～

日高振興局 市民福祉課長 前野　郁子

新文化会館整備推進室長

氏　名

副 委 員 長

生活環境課長

城崎振興局 市民福祉課長 土岐　浩司

文化振興課長

大岸　和義

文化振興課参事

上田　健治 生涯学習課参事

委　　　員

職   名 氏　名

職　 名 氏　　　　名

山本加奈美

健康増進課参事 三上　尚美

村尾　恵美健康増進課参事

飯塚　智士

大谷　康弘教育総務課参事

大谷　賢司

山根　哲也

宮本　和幸健康増進課長

高年介護課参事

高年介護課長 惠後原孝一

川端美由紀

健康増進課参事 浅田　英稔

議会事務局主幹兼調査係長

氏　名

木山　敦子

職   名

小川　一昭

竹野振興局 市民福祉課長

地域コミュニティ振興部参事

地域コミュニティ振興部長

生涯学習課長

社会福祉課参事

桑井　弘之

櫻田　　務

幸木　孝雄

こども教育課長

こども育成課参事

こども育成課参事

但東振興局 市民福祉課長

職   名

米田　紀子

社会福祉課長

こども育成課参事

健康福祉部長

職   名

出石振興局 市民福祉課長

西　田　　　真

田　中　藤一郎

 井　垣　文　博

清　水　　　寛

竹　中　　　理委　　　員

委　　　員

委　　　員

委　員　長

委　　　員

委　　　員

井　上　正　治

上　田　伴　子

欠席

原田　政彦

武田　満之

こども教育課参事

小野　弘順

スポーツ振興課長　　　　　欠席  池内　章彦

教育総務課参事

教育総務課長

久保川伸幸

社会福祉課参事

教育次長

教育総務課参事

文教 民生委 員会 名簿
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午前９時２５分開会 

○委員長（西田  真） それでは、おはようござい

ます。皆さんおそろいですので、定刻前ではありま

すけど、これから委員会を開会したいと思います。

よろしくお願いします。 

 今回、改選で委員長になりました西田と申します。

文教民生委員会、本当に多岐にわたっておりますの

で、皆さんと議論しながら豊岡市の文教関係が特に

よくなりますように、皆さんのご協力で１年間やっ

ていきたいと思います。委員の皆さん、当局の皆さ

ん、１年間どうぞよろしくお願いします。 

 なお、井垣委員とスポーツ振興課、池内課長から

欠席の申し出があり、これを許可しておりますので、

ご了承願います。 

 それでは、３の自己紹介ですが、市議会では、１

１月１２日の臨時議会において役員改選が行われ、

新体制となっています。当委員会の出席者全員に自

己紹介をお願いをしたいと思います。まず、正副委

員長、各委員、当局職員、最後に事務局という順で

お願いいたします。 

 なお、当局職員は、お手元の名簿順でよろしくお

願いいたします。 

 改めまして、皆さん、おはようございます。先ほ

ども申し上げましたけど、１１月１２日の役員改選

で、文教民生委員会の委員長ということで拝命して

おります、西田真と申します。どうぞ１年間よろし

くお願いいたします。 

 はい。 

○委員（田中藤一郎） おはようございます。今回副

委員長を拝命しました田中藤一郎です。 

 ちょっと子供が４人いてまして、ちょうど高、中、

小学校ということで、非常にかかわりのある、また

興味のあるところでございますので、１年間どうぞ

よろしくお願いをいたします。 

○委員長（西田  真） ほかの委員さん。 

○委員（清水  寛） おはようございます。清水寛

です。初めての文教民生委員会になりますので、ど

うぞ１年間よろしくお願いします。 

○委員（上田 伴子） おはようございます。上田伴

子です。昨年に引き続き、またよろしくお願いいた

します。 

○委員（竹中  理） おはようございます。竹中で

す。引き続きよろしくお願いします。 

○委員（福田 嗣久） おはようございます。福田嗣

久と申します。よろしくお願いします。 

○委員（井上 正治） 三たびおはようございます。

３年間連続でございます。どうぞよろしくお願いし

たいと思います。井上でございます。（「かわった

らええのに」と呼ぶ者あり） 

 そういう声が出るかなと思った。 

○委員長（西田  真） それでは、当局の皆さん、

名簿順でそれぞれご挨拶をお願いいたします。 

○地域コミュニティ振興部長（幸木 孝雄） おはよ

うございます。地域コミュニティ振興部長の幸木で

す。どうぞよろしくお願いいたします。 

○地域コミュニティ振興部参事（桑井 弘之） 失礼

します。同じく地域コミュニティ振興部参事の桑井

でございます。よろしくお願いいたします。 

○生涯学習課長（大岸 和義） おはようございます。

生涯学習課長の大岸でございます。どうぞよろしく

お願いいたします。 

○生涯学習課参事（上田 健治） 失礼します。生涯

学習課参事兼豊岡市立図書館を担当しております

上田健治と申します。よろしくお願いします。 

○文化振興課長（米田 紀子） 失礼します。文化振

興課長の米田と申します。どうぞよろしくお願いい

たします。 

○文化振興課参事（小川 一昭） おはようございま

す。文化振興課参事兼豊岡市民会館の館長の小川と

申します。よろしくお願いいたします。 

○新文化会館整備推進室長（櫻田  務） おはよう

ございます。新文化会館整備推進室の室長をしてお

ります櫻田です。よろしくお願いします。 

○市民生活部長（谷岡 慎一） おはようございます。

市民生活部長、谷岡です。どうぞよろしくお願いし

ます。 

○市民課長（定元 秀之） おはようございます。市

民課長の定元です。よろしくお願いします。 
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○生活環境課長（今井 謙二） おはようございます。

生活環境課長の今井です。よろしくお願いします。 

○城崎振興局市民福祉課長（土岐 浩司） おはよう

ございます。城崎振興局市民福祉課長の土岐と申し

ます。よろしくお願いいたします。 

○竹野振興局市民福祉課長（船野 恵子） おはよう

ございます。竹野振興局市民福祉課長の船野と申し

ます。どうぞよろしくお願いします。 

○日高振興局市民福祉課長（前野 郁子） おはよう

ございます。日高振興局市民福祉課長の前野と申し

ます。よろしくお願いいたします。 

○出石振興局市民福祉課長（川口 雅浩） おはよう

ございます。出石振興局市民福祉課長の川口と申し

ます。どうぞよろしくお願いいたします。 

○但東振興局市民福祉課長（柏木 敏高） おはよう

ございます。但東振興局市民福祉課長の柏木と申し

ます。どうぞよろしくお願いいたします。 

○健康福祉部長（久保川伸幸） おはようございます。

健康福祉部長の久保川です。よろしくお願いします。 

○社会福祉課長（原田 政彦） おはようございます。

社会福祉課長の原田と申します。どうぞよろしくお

願いいたします。 

○社会福祉課参事（小野 弘順） おはようございま

す。社会福祉課参事の小野と申します。よろしくお

願いします。 

○社会福祉課参事（大谷 賢司） おはようございま

す。社会福祉課参事の大谷と申します。よろしくお

願いします。 

○高年介護課長（恵後原孝一） おはようございます。

高年介護課長の恵後原です。どうぞよろしくお願い

します。 

○高年介護課参事（武田 満之） 同じく高年介護課

参事の武田です。よろしくお願いいたします。 

○健康増進課長（宮本 和幸） おはようございます。

健康増進課長の宮本と申します。よろしくお願いし

ます。 

○健康増進課参事（浅田 英稔） おはようございま

す。健康増進課参事の浅田と申します。どうぞよろ

しくお願いします。 

○健康増進課参事（村尾 恵美） おはようございま

す。健康増進課参事の村尾と申します。よろしくお

願いいたします。 

○健康増進課参事（三上 尚美） おはようございま

す。健康増進課参事の三上と申します。よろしくお

願いいたします。 

○教育次長（堂垣 真弓） おはようございます。教

育次長の堂垣と申します。よろしくお願いいたしま

す。 

○教育総務課長（永井 義久） おはようございます。

教育総務課長の永井です。よろしくお願いします。 

○教育総務課参事（宇川 義和） おはようございま

す。教育総務課参事の宇川です。よろしくお願いい

たします。 

○教育総務課参事（橋本 明宏） 失礼します。教育

総務課参事で文化財室室長と歴史博物館館長を兼

務しております橋本と申します。どうぞよろしくお

願いいたします。 

○教育総務課参事（大谷 康弘） おはようございま

す。教育総務課参事兼給食センター所長の大谷と申

します。どうぞよろしくお願いします。 

○こども教育課長（飯塚 智士） 失礼します。こど

も教育課課長の飯塚です。どうぞよろしくお願いし

ます。 

○こども教育課参事（川端美由紀） 失礼します。こ

ども教育課及びこども育成課参事でこども支援セ

ンター所長の川端と申します。どうぞよろしくお願

いいたします。 

○こども育成課長（木下 直樹） おはようございま

す。こども育成課長の木下と申します。よろしくお

願いいたします。 

○こども育成課参事（山根 哲也） おはようござい

ます。こども育成課参事の山根と申します。どうぞ

よろしくお願いいたします。 

○こども育成課参事（冨岡  隆） おはようござい

ます。こども育成課参事兼幼保政策室の室長をして

おります冨岡と申します。よろしくお願いします。 

○こども育成課参事（山本加奈美） 失礼します。お

はようございます。こども育成課参事の山本加奈美
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といいます。どうぞよろしくお願いいたします。 

○事務局主幹（木山 敦子） 最後に、事務局の木山

です。どうぞよろしくお願いします。 

○委員長（西田  真） ありがとうございました。

１年間このメンバーで行いますので、よろしくお願

いいたします。 

 それでは、４の協議事項に入ります。 

 （１）の委員会所管事項の事務概要について、ま

ず、当局から部単位で一通りの説明を受けた後、各

委員から質疑等を行っていただきたいと思います。 

 本日は、あくまでも事務概要の説明であり、また、

時間が限られておりますので、当局説明及び委員か

らの質問は、要点を押さえて簡単明瞭にお願いいた

します。 

 なお、委員会での発言は、委員長の指名の後、マ

イクを使用をし、発言の最初に課名と名字をお願い

いたします。 

 それでは、当局から、ページ順で説明をお願いい

たします。 

 どうぞ。 

○生涯学習課長（大岸 和義） 済みません、資料の

１ページをごらんください。 

 生涯学習課からは、誰もが日々人生を楽しむこと

ができる社会づくりの推進と題しまして事務概要

を説明いたします。 

 概要及び進捗状況のところをごらんください。主

な内容について説明いたします。下のほうになりま

すが、２の（１）生涯学習サロンの整備について説

明をさせていただきます。こちらについては、９月

に新たな建物の設計及び工事管理業務を発注しま

して、さらに、既存建物取り壊し工事が隣家、隣の

おうちに悪影響を与えないかどうか調査をするた

めの家屋調査を実施しているところでございます。 

 既存建物の取り壊しは、１０月２日に入札を実施

しましたが、不調に終わり、設計内容を一部変更し、

再度１１月６日に入札を実施しましたが、再度不調

になりました。現在、情報収集し、対応を検討をし

ているところでございます。 

 １枚めくっていただきまして、上から２つ目、

（４）植村直己冒険館機能強化改修運営事業につい

て説明をさせていただきます。民間の資金と経営能

力を活用し、植村直己冒険館を冒険家のメッカとし

て存在を高め、来館者の増員により安定的な運営を

実現することを目的とします機能強化改修運営事

業は、９月末に特定目的会社と事業契約を締結いた

しました。現在は、計画の詳細を特定目的会社とと

もに検討しているところでございます。 

 説明は以上です。 

○委員長（西田  真） ありがとうございました。 

 文化振興課。どうぞ。 

○文化振興課長（米田 紀子） それでは、３ページ、

文化芸術の振興をごらんください。今年度の特徴的

なものを概要に上げておりましたので、それぞれの

進捗状況を簡単に説明いたします。 

 ３ページ後段のほうです。１、文化芸術創造交流

事業です。豊岡アートシーズン２０１９は、各文化

施設が個別に展開していた文化芸術プログラムを

パッケージ化し、豊岡の新たな魅力として内外に情

報発信しているものです。パンフレットは市内の全

小・中・高校生、それから市内施設ほか広く配布し

ておりまして、ウエブサイト上でも情報発信してお

ります。 

 ４年目の今年度は、６月から９月までの期間中に

全３２事業を実施いたしました。また、１０月以降

も３４事業を予定しております。 

 ４ページに移っていただいて、２つ目の豊岡市民

会館でございます。自主事業の一つですが、おでか

け訪問コンサートというのを前期、後期に分けて、

市内小学校と子育てセンターへプロの演奏家が出

かけていって、参加型のコンサートを行っています。

ことしは手話パフォーマンスのコンサートを行っ

ております。 

 続きまして、３つ目の旧出石文化会館の解体でご

ざいます。１０月末現在の進捗率は４４％で、建屋

の解体につきましては今月末の完了の予定でござ

います。 

 それから、４つ目の日本・モンゴル民族博物館、

それから５つ目の美術館、伊藤清永記念館ですが、
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ほぼ通年にわたって企画展を開催しております。こ

としも夏休みには子供たちを対象にした体験教室

を各館それぞれで開催しております。また、市の博

物館、美術館が連携して、同日に２館をめぐるワー

クショップツアーなども行いました。下半期もこれ

ら周知に努めまして、子供を初め、利用拡大を図っ

てまいります。 

 説明は以上です。 

○委員長（西田  真） ありがとうございました。 

 続きまして、新文化会館整備推進室。どうぞ。 

○新文化会館整備推進室長（櫻田  務） 失礼しま

す。５ページをごらんください。概要と進捗状況を

あわせてご説明させていただきます。 

 １つ目、豊岡市新文化会館整備基本構想・基本計

画策定委員会ですが、記載のとおり、３回開催して

おります。最終は、１２月１８日に第８回を開催す

る予定としております。 

 次ページ、６ページをごらんください。２つ目で

す。市民ワークショップですが、記載のとおり４回

開催し、市民の皆様からご意見をいただいておりま

す。 

 ３つ目、シンポジウムですが、９月２３日に地場

産で開催し、事業の概要、市民ワークショップの報

告、パネルディスカッション等を行いました。 

 ４つ目でございます。基本計画案につきまして、

パブリックコメントを実施し、市民の皆さんの意見

を募集しております。期間につきましては、先週の

金曜日１５日から２８日までの１４日間、市のホー

ムページ、本庁各振興局、市民会館で実施しており

ます。 

 ５ページのほうに戻っていただきまして、今後の

予定でございます。来年２０２０年度につきまして

は基本設計、２１年度につきましては実施設計、２

２年から２４年、おおむね２年間整備工事、２０２

５年、令和７年度になりますけども、新文化会館開

館という予定で現在進めております。 

 よろしくお願いします。 

○委員長（西田  真） ありがとうございました。 

 続いて、スポーツ振興課。どうぞ。 

○地域コミュニティ振興部参事（桑井 弘之） スポ

ーツ振興課の関係につきまして、事務概要７ページ

からとなります。 

 基本方針、いつでも、どこでも、いつまでもスポ

ーツに親しむことのできる環境と組織づくりを推

進するため、そこの概要にお示ししております５つ

の取り組みを進めております。 

 ８ページをごらんいただきたいと思います。進捗

状況でございます。各種スポーツイベント、スポー

ツ大会は、スポーツ推進委員の皆様や体育協会など

の皆様のご協力を得まして、多くの方々の参加を得

て、計画どおり開催できました。神美台スポーツ公

園テニスコート夜間照明改修工事は終了し、９月７

日より使用を始めています。その他、社会体育施設

の整備も予定どおり進捗しているところでござい

ます。 

 次に、東京２０２０オリンピック・パラリンピッ

クにおけるボート競技の合宿の誘致及び受け入れ

につきましては、４月にボート日本代表の強化合宿

を３年連続で受け入れ、その合宿期間中であった４

月２６日に公益社団法人日本ボート協会と連携協

定書及びパートナー契約書の締結式を行いました。 

 また、８月６日には、スイス代表チームの事前合

宿に関する協定書及びドイツボート連盟との友好

宣言書の調印式を行いました。 

 聖火リレーにつきましては、６月１日に兵庫県の

スタート地として豊岡市が決定し、市内ルートでは

六方防災ステーション立野拠点を出発地として市

役所市民広場を到着地とすることが発表されまし

た。詳細ルートにつきましては、１２月中旬に東京

２０２０組織委員会から発表される予定です。また、

聖火ランナーにつきましても、現在組織委員会で選

考中と伺っております。 

 事前合宿と聖火リレーにつきましては、市民挙げ

て取り組みを進めていくため、１０月２５日に豊岡

２０２０スポーツ実行委員会と東京２０２０オリ

ンピック聖火リレー豊岡市実行委員会の２つの実

行委員会を立ち上げました。 

 聖火リレーまであと１８９日、事前合宿のドイツ
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代表チームが来日するまであと２２９日となって

おります、この取り組みが成功に終わるよう、準備

を進めていきたいと考えております。 

 地域コミュニティ振興部は以上でございます。 

○委員長（西田  真） ありがとうございました。 

 以上で説明は終わりました。 

 ただいまの説明について、質疑、意見等があれば

お願いいたします。どなたからでもどうぞ。 

 上田伴子委員。 

○委員（上田 伴子） １点だけお聞きしたいんです

けれども、１ページの生涯学習サロンの実施設計、

何か不調に終わったって言われてたのは、次回は予

定はどのようになっているんでしょうか。 

○委員長（西田  真） どうぞ。 

○生涯学習課長（大岸 和義） ただいま建築住宅の

ほうで設計をまとめていただいておりますので、一

部設計を変更する予定でおりまして、その作業を今、

進めております。できる限り早い段階で、早い時期

に入札を執行したいと思っております。 

○委員長（西田  真） 上田伴子委員。 

○委員（上田 伴子） 当事者の方は待っておられる

と思いますので、順次、適宜よろしくお願いいたし

ます。 

○委員長（西田  真） よろしいか。 

○委員（上田 伴子） はい。 

○委員長（西田  真） ほかにありませんか。 

 福田委員、どうぞ。 

○委員（福田 嗣久） 今に関連することですけれど

も、解体撤去の入札が２度にわたって不調だという

ことと、それから、どうおっしゃいましたか、建築

住宅のほうで設計変更、具体的にその不調になった

ような理由はどんなとこをつかんでおられますか。 

 それからもう一つは、その設計変更とは具体的に

はどういうふうな変更の方法があったか、少し触れ

ていただきたいと思います。 

○委員長（西田  真） どうぞ。 

○生涯学習課長（大岸 和義） 不調に至った原因に

つきましては、詳細なところ、その業者さんに直接

聞いたわけではございませんのでわかりませんが、

一般的には、例えば、今のこの時期って、非常にた

くさんの工事を建築会社、工務店さんお持ちのよう

でして、３月末までの工期というものについて、今、

手を出して、間に合うかどうかが非常に不安だとい

うようなとこら辺もあるやに業界のお話としては

聞いております。 

 それから、一方で、設計変更の内容でございます

けども、詳細には今後詰めるところでございますが、

一つは、やはり今申し上げた年度末という縛りを、

繰り越しをすることによって、少しでも入札しやす

い環境にする。 

 それから、工法についても、今、従来の工法のよ

うに重機でコンクリート等を壊していく工法を検

討してるとこでございますが、そちらを隣家への影

響の少ない、ましてや、豊岡市としてはもう玄関口

になりますので、そういったところに配慮した内容

で考えていきたいというふうには考えております。 

○委員長（西田  真） 福田委員、どうぞ。 

○委員（福田 嗣久） 入札の不調のその原因は、そ

んなことだろうなという想像はつくんですけれど

も、入札募集、参加者の数と、それから応募はどん

な状況でした、１回、２回。 

○委員長（西田  真） どうぞ。 

○生涯学習課長（大岸 和義） １回目、１０月と１

１月それぞれ１０社、これは規定に基づきまして１

０社を指名することになっておりまして、１０社の

指名をして入札を行っております。１回目、詳細な

金額についてはちょっと手元にないんですが、１回

目のその予定価格と入札金額との差は６０数万円

だったというふうに記憶しております。２回目は、

一部設計変更しまして工事量を減らしておりまし

て、ですけども、最終的には差が３００万円近かっ

たというふうに記憶しております。以上です。 

○委員長（西田  真） よろしいか。 

○委員（福田 嗣久） よろしいです。 

○委員長（西田  真） ほかにありませんか。よろ

しいか。 

 井上委員、どうぞ。 

○委員（井上 正治） スポーツ振興課にお尋ねをい
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たします。 

 ８ページですけども、第３９回の兵庫神鍋高原マ

ラソン全国大会が終了いたしまして、さまざまな過

去の反省を踏まえ、日程変更、あるいはまた会費を

含めての方向性が出されるというふうにお聞きを

いたしておるんですけども、現在の進捗状況、また

実行委員会の方向性等、わかればお示しをいただき

たいと思います。 

○委員長（西田  真） どうぞ。 

○地域コミュニティ振興部参事（桑井 弘之） 神鍋

高原マラソンにつきましては、この間実行委員会が

開かれまして、その場で、今までどおりの開催の方

法は今後見直すということでご提案し、了承いただ

いたところでございます。 

 いろいろ課題ございまして、開催時期の問題であ

りましたりだとか参加者の問題、それからスタッフ

の確保の問題とかいろいろございまして、どうも一

過性のイベントで終わってしまってるんじゃない

かというような考えもございましたので、今後、や

っぱり地域の振興に資する取り組みということで、

行事から事業に変えていこうということで、通年を

通しての取り組みの中の一つとして取り組みを進

めていくべきだろうということで、今、地域を中心、

神鍋地域、日高地域を中心になりまして、振興局等

も含めまして、新たな体制で実施をしようというこ

とで、方向性を出したところでございます。現在、

まだ始まったところでございまして、具体な決定事

項はまだないということでございます。以上でござ

います。 

○委員長（西田  真） 井上委員、どうぞ。 

○委員（井上 正治） 実は、この大会は、実際日高

町時代から開催をしておりまして、合併したときに

はスポーツ振興課が本庁に持って帰って、事業とし

て進めていただいて現在に至っておるわけですけ

ども、こういう部分というのは、やっぱり本庁に持

って帰った以上のイベントというのはしっかりと

運営していって、ただ単に一過性を、どうなったっ

ていうことのしっかりとやっぱり反省も踏まえて、

評価もして、円山川マラソンも一緒になって、豊岡

市唯一のマラソン大会として現在に至っておるわ

けですね。やはり、一つの、どういったらいいか、

行事の消化で終わってるというのは、これは本庁の

責任が随分私はあるのではないかと、私自身思って

おります。ただ単に地元に負わすという部分では、

やはりもっともっと協議の場を持つ必要であった

のではないかという思いを持っております。 

 それから、このマラソンが行われることによって、

近隣で行われてます、例えば村岡、小代でやってお

られるのとやっぱりリンクをしてまして、お互いの

行き来というの随分あります。ただ単に神鍋マラソ

ンで泊まる、泊まらないじゃなしに、小代の方も村

岡の方も神鍋のほうでお泊まりになって走られる

ということもあります、随分。やはりこれは神鍋高

原マラソンの効果ではないかなというふうに思っ

ておりますし、それから、一種の、例えば中学校の

駅伝大会等も開かれておりますし、そういうものの

合宿の効果であるとかいうものも、やはり非常に先

生たちも口にされておりまして、いろんな意味でこ

ういうものが地域経済の振興に役立ってると私自

身は感じております。 

 やはり、これは一つの大きな、豊岡市一つのマラ

ソンでありますので、しっかりと、ただ単に一過性

に終わるという分ではなしに、もう少し現場を検証

していただきたいという部分と、本庁に持って帰っ

て、ただ単にそれが行事として終わったというのは、

本庁にも一つの反省材料になるのではないかなと

私自身は感じておりますので、しっかりとやはり踏

まえて継続していく。中止は簡単ですよ。今、中止

すると、次の生む苦しみというのは出てきますので、

しっかりとそういう部分を踏まえて、やはり向かっ

ていただきたい。 

 財政、厳しい厳しい、財政ばっかりが前へ出てい

るんですけど、やはり地元の市民の声というのをも

っともっと聞いていただきたいし、ただ単に中止と

いうことではなしに、どうして飛躍させていくのか

ということをもっと議論していただきたい。もっと

もっと職員もモチベーションを持っていただきた

い、担当する方については。今後の成り行きを注目
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しながら見守っていきたいと思っておりますけど

も、私は、いろんな意味で地域には貢献してるとい

うふうに思っている事業であります。 

 以上です。何かありましたらコメントを。 

○委員長（西田  真） どうぞ。 

○地域コミュニティ振興部参事（桑井 弘之） ただ

いまいろいろ議員さんのほうからおっしゃってい

ただいたとおり、開催地であります神鍋地域、やっ

ぱりその開催地としてどうメリットを出す、得るか

というようなことも重要なことだと思っておりま

して、マラソン大会と同じような時期にいろんな大

会がございまして、やっぱりそのスポーツ振興とい

う面から考えると、一定の役割は終えてきたのかな

という思いがございまして、従来のスポーツ振興、

それは健康づくりのきっかけであったり、そういっ

た成果につきましては、ほかのイベントにその分を

徐々に移行していって、そっちでスポーツ振興とか

健康づくりに取り組んでいこうというようなこと

を思っております。 

 今ありましたように、どうその開催地にメリット

を与えるかという、得るかということで、周辺地域

のその宿泊者が神鍋地域に泊まられるんであれば、

そういったことも含めて、全体を通して、やっぱり

神鍋日高地域をどう振興させていくかというよう

な事業に転換させていただきたいという思いで今

回、方向を変えたところでございます。 

 今後は、今、先ほど申しましたように、その地域

のほうで中心になっていただきながら、もちろん本

庁も協力しながら事業のほうを検討してまいりた

いと思っております。以上でございます。 

○委員長（西田  真） よろしいか。 

○委員（井上 正治） いいです。 

○委員長（西田  真） ほかにありませんか。よろ

しいか。 

 それでは、続いて、市民生活部、説明を願います。 

 まず、市民課。どうぞ。 

○市民課長（定元 秀之） それでは、事務概要の９

ページをごらんください。市民課からは、国民健康

保険事業の安定的な運営について説明します。 

 まず、現況と課題ですが、国民健康保険事業の財

政状況につきましては、医療技術の高度化や被保険

者の高齢化等により医療費が年々増加する一方、低

所得層や高齢者層が多いという加入構造の影響も

あり、大変厳しい状況であります。 

 基本方針は、ごらんのように３項目を上げており

ます。 

 概要につきましては、次の進捗状況であわせて説

明をさせていただきます。 

 １０ページをごらんください。１の医療費の動向

です。医療費は、国保財政を大きく左右するもので、

その動向を的確に把握することが必要となります。 

 （１）の年間推計額ですが、２０１９年１０月末

現在、８月診療分までをもとに年間医療費を算定し

た結果、約７０億７，１００万円で、前年度実績額

に比べ２億１００万円の増と推計をしております。 

 また、（２）の１人当たりの医療費の表をごらん

ください。２０１８年度の実績額（Ａ）は３５万３，

８２６円でありました。しかし、２０１９年度の見

込み額（Ｂ）は３７万７，１７８円と推計します。

前年度と比較すると６．６％増となります。２０１

８年度が１．８％の増、２０１７年度が１．７％の

増でありますので、今年度１０月末現在であります

が、６．６％増は相当な伸びであります。 

 原因ですが、１人当たりの入院費が前年度に比べ、

増加していることがわかっています。なお、より詳

しい分析については現在調査中であります。今後も

医療費の動向には注視してまいります。 

 次に、２の国保税の収納率です。１０ページには

９月末の状況を記載していますが、１０月末現在の

数値が確定しましたので報告します。訂正をお願い

します。 

 １０月末現在の現年課税分の収納率が３６．５％

であります。同年同期の収納率が３６．２％でした

ので、前年度に比べ０．３％アップしております。

今後も徴収部門の税務課と連携を図りながら、収納

率の向上と滞納対策に努めてまいります。 

 次に、４の後発医薬品の普及啓発事業です。後発

医薬品は、先発医薬品と同等の治療効果があり、比
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較的単価が安いため、後発医薬品の普及啓発を行い、

患者の負担軽減や医療費の適正化を図ろうとして

いるものです。 

 （１）の後発医薬品利用差額通知は、後発医薬品

へ切りかえによる削減効果が大きい方の上位８０

０人の方を対象に、年２回、１１月と３月に通知を

しております。後発医薬品の普及率は、２０１９年

８月診療分で６９．８５％で、昨年同期が６７．８

７％でしたので、１．９８％アップしているという

ものであります。 

 続きまして、５番の特定健康診査及び特定保健指

導です。特定健康診査の受診率については、例年３

月末までの受診者数で算定することになりますの

で今年度の受診率はまだ確定していませんが、２０

１８年度の受診率は確定しましたので報告をさせ

ていただきます。 

 まず、特定健康診査は、健診場所に来ていただく

すこやか市民健診と医療機関で受診をしていただ

く個別健診、それから、公立病院での人間ドックの

３種類で行っています。 

 （１）の２０１８年度の特定健康診査受診率は４

５．７％で、前年度が４４．６％でしたので、比較

すると１．１％アップしております。 

 次に、特定保健指導です。特定保健指導は、健診

結果により生活習慣の改善が必要な被保険者を対

象に指導を行うもので、（２）の２０１８年度特定

保健指導終了率は５５．１％で、前年度が４９％で

したので、６．１％アップしております。 

 今後も健康増進課と連携をとり、受診率等の向上

のため、未受診者への受診勧奨通知や未利用者への

家庭訪問や案内勧奨通知の送付などを行い、被保険

者の生活習慣病の発症、重症化予防に努めてまいり

ます。 

 市民課からは以上です。 

○委員長（西田  真） ありがとうございました。 

 続きまして、生活環境課。どうぞ。 

○生活環境課長（今井 謙二） 私からは、１１ペー

ジのごみの減量化についてご説明をいたします。 

 循環型社会の構築に向けて、さらなるごみの減量

化、再資源化を推進しています。内容につきまして

は、進捗状況でご説明いたします。 

 １の指定ごみ袋の料金改定につきましては、１０

月１日に実施済みですが、特に問題なく、スムーズ

に移行できたところでございます。 

 ３の古紙類の再生利用促進につきましては、燃や

すごみの約４０％が紙類であることから、資源ごみ

の集団回収を推進しています。今年度に自治体や子

供会などの団体において３６０件の実施で、古紙類

を１，２６１トン回収をいただきまして、それに対

して補助金を交付しております。昨年同期より実施

件数としましては３件増加しましたが、回収量は約

５０トン減少しているという状況になっておりま

す。 

 １２ページをお願いします。４の水切り運動につ

きましては、生ごみの約８０％は水分と言われてい

ることから、生ごみの減量を目指すために水切り運

動を展開しています。地域のイベントに出かけまし

て、豊岡市環境衛生推進協議会と協働して、水切り

ネットと水を絞る器具を一緒に配布しまして、水切

りの実施を呼びかけてきています。 

 さらに、６のマイバッグの持参についても、同時

に呼びかけを行っているところです。 

 済みません、次に、１３ページをお願いします。

消費者行政活性化事業についてご説明いたします。

消費者トラブルの解消と消費者被害防止の取り組

みを進めているところですが、内容としまして、進

捗状況で説明をいたします。 

 １にありますように、市の消費生活センターに寄

せられた本年１０月末までの相談受け付け件数は

３２２件で、救済額は２，３２５万２，０００円と

なっています。今年度に入ってから顕著なものとし

て、インターネット通販で、お試しのつもりで商品

を購入したが、定期購入になっていたとの相談を多

く受け付けております。さらに、携帯電話に料金が

未納になっているとのメールを送りつけ、コンビニ

で電子マネーを購入させてだまし取るといった手

口も多く発生しています。実際に被害が発生した事

例もあったため、防災行政無線による注意喚起を行
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ったところでございます。 

 ４の出前講座につきましては、詐欺被害の防止や

エシカル消費の啓発を内容として、区の老人クラブ

等に出向き、９回開催し、２６０人に参加をいただ

きました。 

 ５の中学生への啓発講座としましては、インター

ネットに係るトラブルの防止や成年年齢引き下げ

の注意点をテーマに、市内の全中学校で実施し、１，

２００人に受講いただきました。 

 ６の市民啓発講座につきましては、ふだんの見守

り活動の中で高齢者の消費トラブルを防ぐことが

できるように、福祉委員と民生・児童委員の方を対

象に、次のページにありますように２回開催しまし

て、１１０人の参加をいただいたところです。 

 説明は以上です。 

○委員長（西田  真） ありがとうございました。 

 以上で説明は終わりました。ただいまの説明につ

いて、質疑、意見があればお願いいたします。どな

たでもどうぞ。 

 上田伴子委員。 

○委員（上田 伴子） ２点お聞きしたいんですけれ

ども、１点は、１０ページの国民健康保険税のこと

ですけれども、収納率がアップしたけれども、やは

りまだ未納の方があるということであると思うん

ですが、その未納の原因としてはどのようなことが

考えられているかということと、それから２つ目は、

ちょっと勉強不足でよくわからなくて、１３ページ

の生活環境課のところで、エシカル消費啓発ってい

うのはどういうものでしょうか、済みません、お願

いします。 

○委員長（西田  真） どうぞ。 

○市民課長（定元 秀之） 済みません、国保税のほ

うは、主のほうは税務課がやっておりますので、申

しわけありませんが、詳しいことはちょっと理解が

わかりません。また後ほど確認しときます。 

○委員（上田 伴子） 了解です。 

○委員長（西田  真） どうぞ。 

○生活環境課長（今井 謙二） 私からは、エシカル

消費についてご説明させていただきます。 

 エシカル消費とは、倫理的な消費という意味があ

りまして、例えば、その商品のつくり方とか、売っ

ている方とかに配慮しながら買い物をするという

ことで、例えば、被災地での商品を購入するとか、

福祉団体がつくっているものを購入するとか、そう

いう地域とか人とかに配慮して、ことを考えながら

消費するという意味があります。 

○委員長（西田  真） よろしいか、上田委員。 

○委員（上田 伴子） はい。 

○委員長（西田  真） ほかにありませんか。 

 清水委員。 

○委員（清水  寛） 済みません、１点ちょっと教

えてください。特定健診の受診率なんですけど、こ

れは今４５．７％ということで、前年比１．１％と

いうことなんですけども、決して、それでもまだ高

い数字ではないのかなと思います。そういう意味で

は、１．１％増ということで、何らかの対策を打た

れたのかなとも思うんですけども、この原因として、

例えば、どういう方がなかなか受けられないとかっ

ていうのを分析されてるのかなというのがわかれ

ば。 

○委員長（西田  真） どうぞ。 

○市民課長（定元 秀之） 確かに４５．７％という

のは低いかと思われますが、兵庫県全体でいきます

と上位４番ということで、兵庫県では高いほうにな

ります。ただ、これは全国平均でいきますと低いほ

うになるかと思っております。 

 ただ、済みません、内容のほうにつきましては、

先ほども説明言いましたように、受診率の向上につ

いては、特に、当然文書のほうを出しますので、こ

の未受診者が当然おられます、その方に再度受診を

するようにということで、通知のほうを出させてい

ただくというのが主になります。 

 あと、その他で電話等もすることもあるかと思い

ますが、もうそういうことしか今んとこは、対策と

しては今、できていないということになります。以

上です。 

○委員長（西田  真） 清水委員。 

○委員（清水  寛） もう少し人によった分析とい
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うかね、例えば、どのような年齢の方が比較的参加

が低いのか、また、収入的に見て、どういった方が

なかなか参加されないのか、そういうことも含めて、

さらに踏み込んでしていただけたらと思いますし、

あと１点は確認なんですけど、その後、特定保健指

導ということで５５．１％というのは、これは受診

された方の中でということなんですかね。 

○委員長（西田  真） どうぞ。 

○市民課長（定元 秀之） これは、特定受診をされ

た後の生活習慣のほうの、特に改善が必要な方とい

うことであります。それに基づいて特定保健指導を

しますが、これも当然、呼びかけをしました後に、

今は３カ月ですかね、３カ月まで期間がありまして、

それを終了した方ということでありますので、最初

には参加しましたが、途中でやめられるいうことも

あります。ですので、そういうことで、収納率です

ので、これはあくまでも特定健診の受診をされた方

ということになっております。以上です。 

○委員長（西田  真） 清水委員。 

○委員（清水  寛） そういう意味では、まず最初

の取っかかりとしては、健診を受けてもらうという

ことがまずスタートだと思いますので、その辺しっ

かりと取り組んでもらいたいと思います。以上です。 

○委員長（西田  真） ほかにありませんか。 

 どうぞ。 

○委員（福田 嗣久） 国民健康保険事業の件ですけ

れども、次ページの１０ページの分で、１人当たり

の医療費が見込みとして６．６％増というふうに上

げておられますけれども、実態が今、半期済んで、

どんなふうなのかということが一つ。 

 それから、先立って豊岡病院組合の中間決算が、

概略ですけども出されておりますと、入院なんかが

特に厳しい数字が出てたなと、確定数じゃないんで、

ちょっとよくわからなかったんですけども、そうい

う状況でございました。 

 それと、この医療費の伸びということと、豊岡病

院の入院費の減ということを考えて、国保だけじゃ

なくて、当然社保も、それから共済もありますんで、

この国保の動きが病院との関連でどうなのかなと

いうふうに思ってたんですけど、その辺はちょっと

説明をいただけますか。 

○委員長（西田  真） どうぞ。 

○市民課長（定元 秀之） 先ほど説明しましたよう

に、入院費が増大、この医療費の増大というのは、

入院費が増大してるというのはわかっております。

しかし、その原因が内科系なのか、また外科系なの

かまでは、ちょっとまだ把握はしておりません。 

 また、今年度、たまたま医療費が伸びたものなの

か、今後もこのまま高い数字で伸びていくかという

ことも、この後調査しなければわからないと思って

おります。ただ、少し時間がかかると思っています。 

 具体的に病院ごとというまでは、まだ把握はでき

ておりません。今、委員が言われたのが決算ですの

で、それは３０年度のことに。 

○委員（福田 嗣久） いやいや、新年度。 

○市民課長（定元 秀之） 新年度ですか、はい、い

うことになりますと、まだそこら辺までもこちらの

ほうは把握はできておりませんので、もう少し今後、

研究のほうをさせてください。以上です。 

○委員長（西田  真） 福田委員。 

○委員（福田 嗣久） 今、私が申し上げたのは、新

年度、この３１年度、令和元年度の中間決算、９月

決算で、豊病もそれから日高も出石も基本的にちょ

っと頭打ちになってますんで、それと整合がとれな

いなという気がしたんで、国保だけじゃなくて社保、

共済も含めてですけれども、その辺がちょっとミス

マッチになってるなという気がしたんですけれど

も。 

○委員長（西田  真） どうぞ。 

○市民課長（定元 秀之） このものにつきましては、

まず、年間推計額も少し上がっておりますが、特に

（２）の６．６いうのは１人当たりの医療費になる

ので、当然、全体的に人数が少なくなっていくとい

うことになりましたら、総医療費としては減ると思

っておるんです。ただ、１人当たりの医療費という

のがこれだけ上がるということは、先ほどもちょっ

と言いましたように、医療技術の高度化とか、本来、

今までは手術ができなかった方ができるようにな
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ったとかいうことが原因なのかなというふうはち

ょっと思っております。以上です。 

○委員長（西田  真） よろしいですか。 

 井上委員。 

○委員（井上 正治） 関連してなんですけどね、１

０ページの特定健診及び特定保健指導なんですけ

ども、この率が県では高い、全国では低いというこ

とについては、兵庫県自体が低いということにとら

れるんですけども、この健診を受けた方、受けられ

ない方、これの、どういったらいいか、入院率とい

うようなことは検査を、調査されておりますか。 

○委員長（西田  真） どうぞ。 

○市民課長（定元 秀之） その入院率までというの

が、その個人ごとでその後は、その後の病院ですね、

行かれたというとこら辺までは、まだ把握、調べて

はおりません。 

 ただ、その辺については、今言われたことについ

ても、今後調べていくことはあるかなとはございま

すが、今んところは調べておりません。以上です。 

○委員長（西田  真） 井上委員。 

○委員（井上 正治） そこまで踏み込むことによっ

て、やはり医療費を抑制できたりですね、言ってみ

れば、健診を受けることによって、やはりいろいろ

発生が少なくなるというふうな効果というのも期

待できると思いますので、そして受診率が、健康診

査等の受けられる方がふえてくるということ、強い

て言えば、経費が抑制できるということにつながっ

てくると思いますので、私はそこまで踏み込んで今

後やっていく必要があるのかなという思いはいた

しております、その辺どうですか。 

○委員長（西田  真） どうぞ。 

○市民課長（定元 秀之） 先ほど言われた健診のほ

うで、当然、先ほど言われました未受診者が多いと

いうことは、病気早期発見ができないということが

わかりますので、そのまず健診率の受診率アップと

いうのが第１段階だと思っております。それによっ

て早期発見、早期治療ができるということで、それ

以降に大きな病気にならないというふうに思って

おります。 

 それぞれ今、先ほども言いましたように、健康増

進課のほうと連携をとりながら、できることはやっ

ていきたいと思っております。以上です。 

○委員長（西田  真） よろしいか。ほかにありま

せんか。よろしいか。 

 福田委員、どうぞ。 

○委員（福田 嗣久） 生活環境のほうで生活環境課、

１２ページですね、不法投棄の防止とクリーン作戦

の充実ということで、不法投棄パトロール実施数が

１０月末現在５４回実施とありますけれども、クリ

ーン作戦は毎年されてますけど、この不法投棄パト

ロールいうのはどういう形でされてるんでしょう

か。 

○委員長（西田  真） どうぞ。 

○生活環境課長（今井 謙二） この不法投棄パトロ

ールにつきましては、職員が、主に青パトといいま

して、青色回転灯をつけた車で回っております。不

法投棄されそうな、今まで回数があったような場所

を中心に回っている回数がこれだけあるというこ

とで、５４回回っている、半年とか半日とか１日と

かかけてということになりますけども、回った回数

ということでご理解いただきたいと思います。 

○委員長（西田  真） 福田委員、どうぞ。 

○委員（福田 嗣久） それは理解できましたけども、

路線ごとで言うと、もう知れてるわな、そうすると、

５４回で。 

○委員長（西田  真） どうぞ。 

○生活環境課長（今井 謙二） 路線ごとでは、回数

はそんなに多くはありませんが、市内のいろんな場

所、場所を変えてのパトロールを実施しております

ので、特に、あとこちらで見つける場合もあります

し、あと通報等で見つかる、不法投棄を見つけるこ

とがありますので、それぞれ、ことでの実施、でき

るだけ早期に発見して、不法投棄がふえないような

対策を練っていきたいというふうに考えておりま

す。 

○委員長（西田  真） 福田委員。 

○委員（福田 嗣久） この不法投棄の問題で、海洋

汚染の問題が非常に強いですけれども、もう私もか
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なり、３０キロっちゅう距離を、毎日ではないけれ

ど、週３日、４日いうて通ってるんだけども、どう

も目につきまして、不法投棄をともかく少しでも減

らしたり、ばらまく前に回収ができるいうことがで

きんかなと思いながら走ってるんです、実は。 

 特に峠部に、弁当の食べたようなもの、袋にして

ぽいっと、この投棄が非常に多いんで、小学校の先

生方とも困ったねいう話をしてるんですけれども、

見つけて回収するパトロールは意味があると思う

んですけども、大型も当然ありますんでね、こまい

その回収をもうちょっと、何かその回収する方法を、

市民、我々も含めてですけれど、もう一歩先に進め

んのかなという気が非常にしてるんです。それで、

ばらまったら汚くなりますんで、そして、また川に

も流れ、山にも行きますんで、何か方法をちょっと

考えてもらいたいなということで、今、思いついて

聞いてるんですけど、何か知恵はございませんか。 

○委員長（西田  真） どうぞ。 

○生活環境課長（今井 謙二） 新たな取り組みとい

うことでの知恵があるわけではないんですが、今ま

でから市民の方にお願いしまして、クリーン作戦と

いう形でごみの回収をしていただいております。そ

のボランティアでの取り組みでの回収ということ

が、細かいごみを集めるということでは一番効果的

といいますか、なかなか市で全部集めることができ

ませんので、そのボランティアで実施していただい

て、その実施いただいたごみにつきましては市が回

収して処理するというような方法を主にとってお

ります。 

 これ以外の方法というのは、今、思いついてるこ

とはありませんけども、あとは周知の問題というこ

とがあると思います。ポイ捨てされたごみが、結局

は、川を伝って海洋まで流れていくということで海

洋プラごみの問題になっておりますので、その辺も

含めた周知のほうはしていきたいというふうに考

えております。以上です。 

○委員長（西田  真） 福田委員。 

○委員（福田 嗣久） わかりました。 

 最後にですけども、そのクリーン作戦の必要性は

よく理解させていただいてるんですけども、クリー

ン作戦で、５月だったかな、一斉にされてますわね、

あのときの費用いうたらどれぐらい使われるんで

すか、もう大体で結構ですけども。 

○委員長（西田  真） どうぞ。 

○生活環境課長（今井 謙二） クリーン作戦で集め

たごみにつきましては、大抵が、市の職員が回収し

ましてクリーンパーク北但で処理しておりますの

で、そういう点では、別扱いでの支出というのはほ

とんどないということであります。 

 あと、側溝のごみと側溝にたまりました泥とか砂

とかを集めていただいて、そちらのほうの回収のほ

うは市で委託してやっておりますので、その分が経

費としてはかかるということがあります。 

 あと、クリーンパーク北但で処理できないごみと

いうのも業者委託で処理しますので、その辺の費用

がかかりますが、少し、今、手元に数字を持ってお

りませんので、後で回答させていただきたいと思い

ます。 

○委員長（西田  真） 福田委員。 

○委員（福田 嗣久） よく理解をさせていただいて。 

 ちょっと。 

○委員長（西田  真） どうぞ。 

○委員（福田 嗣久） もう少し。何が申し上げたい

かいうと、その地域がどうしても人口が少なくなる、

特に峠部はそうなってきますんで、もうちょっとき

れいなまちをつくりたいなということの一環で、お

金をかけなさいという話じゃないけども、ごみを回

収するようなことが低価格といいますか、少ないコ

ストで地域がきれいにできることがないのかなと

思って、啓発はもちろんあるんだけども、そういっ

たことを考えながらついつい走っちゃいますんで、

またええ知恵を出してみてくださいな、私も考えま

すけども、はい。 

○委員長（西田  真） よろしいか。 

 井上委員。 

○委員（井上 正治） 関連してなんですけどね、市

民課はクリーン作戦で、河川の草刈りというのはや

っておられるんですかね、それは担当ですかね、所
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管。河川のクリーン作戦。 

○委員長（西田  真） どうぞ。 

○生活環境課長（今井 謙二） 河川の中につきまし

て、特に草刈りなんかについて、生活環境課で担当

してるということはありませんが、一部公園であっ

たり、草を刈っていただいてるようなところはあり

ますので、その分については処理になっている分っ

ていうのはありますけども、特に川の中の草刈りを

こちらのほうでということではありません。 

○委員長（西田  真） 井上委員。 

○委員（井上 正治） 担当所管はどこなんですか、

都市整備課、河川のクリーン作戦。（「県だわ」と

呼ぶ者あり）県。 

 また一回……。 

○委員長（西田  真） 井上委員。 

○委員（井上 正治） 一回ちょっと所管をきちっと

教えていただいて、出どころを教えてください。 

 それと、一番問題なのが、お伝えしてますけど、

河川を刈って、刈り取った草の処理ですね、これが

なかなか処理がやりにくんですね、一番やりにくい

んですよ。 

 ほんで、刈ったすぐはなかなか重たいし、燃えな

いしということがあって、実際今、焼却も非常にい

ろんな形で課題があるという部分の中で、燃やすと

いうことについては非常に大きなこの部分を今、抱

えてますので、問題も抱えてるんで、あの処理が一

番私は課題だと思ってまして、それをどうするかと

いうことについては、もしいい案があれば、どうし

ましょうということで投げかけておきますので。大

水が出ると、全て下流に流れてしまいます、はっき

り言って。これが気比だとか竹野だとか、いろんな

海に流れているわけですからね、そういう部分とい

うのは、根本からやっぱりそれをちょっとどこかで

解決していかないと、この問題というのは本当にク

リーンになっていかないかなと、クリーン作戦にな

らないかなと思ってますんで、ちょっと投げかけて

おきます。 

○委員長（西田  真） いいですか。 

○委員（井上 正治） はい。答弁は。 

○委員長（西田  真） どうぞ。 

○生活環境課長（今井 謙二） 確かにそのまま、河

川での草刈りのごみが、そのまま漂着ごみにつなが

るということがあります。 

 あと、ただ、燃やしてしまうということになりま

すと、周囲の環境に影響があるというか、生活のほ

うに影響が出ますので、なかなか燃やすことを推奨

することもできないという状況がありますので、管

理の、ちょっとうちの課、生活環境課だけでできる

ことではないと思いますが、ほかの課、担当部署に

も相談しながら考えていきたいと思います。 

○委員長（西田  真） よろしいか。 

○委員（井上 正治） はい。 

○委員長（西田  真） ほかにありませんか。 

 竹中委員。 

○委員（竹中  理） １点だけお願いします。１２

ページのところの生活環境課ですけども、５番の食

品ロス対策の推進ということで、この項目が入った

のは最近というか、だと思うんですけど、非常にい

いことだと思うんですけど。具体的に、出前出張と

かって書いてあるんですけど、どれだけ市民の方、

周知、これからどんどんしていくと思うんですけど

も、出前出張、今現在どれぐらいな数でされている

とか、あと、どういうふうな周知をされているのか

っていうことをお願いします。 

○委員長（西田  真） どうぞ。 

○生活環境課長（今井 謙二） 出前講座につきまし

ては、今まで６回開催しまして、約２００名の方に

受講いただいております。 

 あと、食品ロスの関係でいいますと、３０１０運

動といいまして、宴会の最初の３０分は自席で食事

をおいしくいただく、最後の１０分間につきまして

は自席に戻って、食べ残しをしないような活動をす

ると、取り組みをするというようなことを推奨して

おります。これにつきましては、料飲食組合ですか

ね、市内のそういう組合にお願いしまして、ポスタ

ー等を持っていきながら周知をお願いしていると

ころです。 

 あと広報等でも周知をしたいということがあり
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ますので、これは今後出していくことにはなります

けども、その準備を進めているところです。以上で

す。 

○委員長（西田  真） 竹中委員。 

○委員（竹中  理） これからどんどんとまたよろ

しくお願いしたいと思います。以上です。 

○委員長（西田  真） よろしいか。ほかにありま

せんか。よろしいですね。 

 どうぞ。 

○市民課長（定元 秀之） 特定受診率の関係で、少

しちょっとデータがわかりましたので、平成２９年

度、前年度になりますが、説明のほうをさせていた

だきます。 

 先ほど、１０ページの５番の（１）を見てくださ

い。前年度になりますが、豊岡市は４４．６％とい

うふうになっております。兵庫県全体で３５．４％

ということで、兵庫県では高いです。また、全国平

均でしますと３７．２ということですので、全国よ

りも上回ってはおります。以上です。 

○委員長（西田  真） よろしいか。 

 ここで委員会を暫時休憩します。再開は１０時３

５分。 

午前１０時２６分休憩 

──────────────────── 

午前１０時３５分再開 

○委員長（西田  真） 委員会を再開いたします。 

 今井課長。 

○生活環境課長（今井 謙二） 先ほど答弁を保留し

ましたクリーン作戦の費用についてです。 

 主なものとしましては、水路土砂の収集運搬業務

がありますが、予算規模ですけども、２５０台分、

３５８万９，０００円を予算上、上げております。

以上です。 

○委員長（西田  真） 続いて、健康福祉部、説明

を願います。 

 まず、社会福祉課。どうぞ。 

○社会福祉課長（原田 政彦） それでは、１５ペー

ジをごらんください。豊岡市障害者福祉計画の推進

についてご説明をさせていただきます。 

 障害者福祉計画の中で喫緊の課題であります、基

本方針にあります３項目について、平成３０年度に

引き続き、重点的に取り組んでいるところでござい

ます。１つが障害者の雇用・就労の促進、２つ目が

障害者の住まいの確保、３つ目としまして、医療的

ケア児者支援のための関係機関との連携でござい

ます。それぞれについて、概要と進捗状況について

説明をさせていただきます。 

 まず、障害者の雇用・就労の促進についてでござ

います。①、②とありますように、障害者のための

企業見学会であるとか就労準備に向けた勉強会等

の開催を検討ということと、２つ目が、職場定着支

援策や短時間勤務などの多様な働き方についての

取り組みの検討というふうに上げております。 

 その２点の進捗状況については、まず、１つ目と

しましては、これは、障害者自立支援協議会という

ところの仕事部会におきまして、企業見学会や勉強

会などの就労ガイダンスというような内容の中身

で、内容や時期について検討を進めているとこでご

ざいます。 

 ２つ目としましては、福祉的就労ではない一般就

労を促進するために、超短時間雇用の取り組みに向

けて、先行自治体等であります神戸市等へのヒアリ

ングを行いまして、取り組み方法や体制について、

現在検討を進めているとこでございます。 

 ２つ目としまして、障害者の住まいの確保でござ

います。こちらの概要としましては、１つ目が、支

援者、主に相談支援専門員でございますが、ここを

対象に、入居に係る事例検討会の開催と、２つ目と

して、入居後の支援体制についての検討を上げてお

ります。 

 進捗状況としまして、まず、①番目としましては、

相談支援専門員を対象に、住まいの確保に係る支援

研修会を６月と、９月としておりますけども、７月

の誤りです、訂正をお願いいたします。７月の２回

開催をいたしまして、ここでは事例検討であるとか

課題あるいは対応策について意見交換をしたとこ

ろでございます。 

 続きまして、裏のほうになりますが、１６ページ
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で、②番としまして、相談支援専門員はどのような

支援や対応ができるのか、また不動産関係者は支援

者に何を求めているのかなどの情報が共有できて

活用できる小冊子を作成中でございます。 

 ３番目としまして、医療的ケア児者の関係機関と

の連携でございます。この豊岡市の医療的ケア児者

支援連絡会議を年に３回程度開催することとして、

次の３点について取り組むこととしております。 

 １つ目が、医療的ケア児者の実態把握と課題抽出、

２つ目が、地域資源の評価や活用についての検討、

３つ目が、個別ケースの検討を通じた各機関との連

携方法についての検討でございます。 

 進捗状況としましては、本年度はまだ１回しか開

催ができておりません。９月に開催をいたしまして、

先ほど説明いたしました①の医療的ケア児者の実

態の把握について、関係者と意見交換を行ったとこ

ろでございます。第２回目につきましては、１月に

予定をしております。 

 私のほうは以上でございます。 

○委員長（西田  真） どうぞ。 

○社会福祉課参事（小野 弘順） １７ページをごら

んください。私からは、子供の貧困対策推進に関す

る進捗状況について説明させていただきます。 

 まず、豊岡市子どもの貧困対策推進会議を今年度

６月に設置させていただきました。推進会議では、

２月に策定いたしました豊岡市子供の貧困対策で

取り上げている４つの重点取り組みのうち、既に具

体的施策を実施している非認知スキルと学力の向

上を除く、中段の概要欄に記載しておりますけど、

３つの重点取り組みについて、それぞれ具体的施策

等を検討しているところでございます。 

 現時点での具体的施策の検討案といたしては、重

点取り組みごとに気づきシート活用による現場に

おける早期発見の仕組みづくりの構築、新規戦略策

定によるひとり親の非正規雇用者に対する重点的

支援、生活習慣づくり、子供へのかかわり方に関す

る取り組み方法の調査研究を考えています。 

 さらに検討を進めて、次年度予算とあわせて今後

詳細をお示しできればと考えております。以上です。 

○委員長（西田  真） 続きまして、高年介護課。

どうぞ。 

○高年介護課長（恵後原孝一） １８、１９ページを

ごらんください。私からは、介護保険事業の円滑な

推進につきまして、概要に沿って進捗状況をご説明

いたします。 

 まず、１点目の老人福祉計画第７期介護保険事業

計画の推進では、本年度は、３カ年計画の中間年度

にあり、全体的に見て、おおむね計画どおりに進ん

でいるものと考えております。 

 計画の重点施策の一つとしている地域包括ケア

システム構築につきましては、日高地域をモデル地

域として着手していますことから、地域包括ケアシ

ステムの周知と生活支援コーディネーターを配置

した地域づくりの支援を行ってきています。 

 また、その状況につきましては、外部評価委員さ

んに報告いたしまして、評価、検証を行いました。 

 また、介護保険の運営につきましては、保険料の

収納確保では、７月の保険料決定通知の送付時にパ

ンフレット「介護保険のしおり」を同封するととも

に、市民の方からの質問や問い合わせ、その他に対

応できるよう、課全体の受け付け体制を整えて対応

いたしました。 

 それから、公平・適正な要介護認定では、介護認

定に携わる認定審査会委員さんと認定調査員さん

に、それぞれ研修会等の受講によりまして、要介護

認定に係る判断基準などの知識、研さんを積んでも

らい、公平性が保てるよう努力をしております。 

 保険給付につきましては、介護予防住宅改修費と

高額介護サービス費が申請件数や１件当たりの単

価の増加のために、計画を超える給付の執行見込み

ではありますけれども、給付事業全体の費用総額内

でありますので、おおむね計画のとおり推移してい

るものと考えております。 

 ２点目の計画の検証につきましては、例年どおり、

年度末に計画推進委員会の外部評価を受ける予定

にいたしております。 

 説明は以上です。 

○委員長（西田  真） どうぞ。 
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○高年介護課参事（武田 満之） ２０ページのほう

をごらんください。高年介護課から引き続き事業の

進捗状況等について説明いたします。 

 高年介護課におきましては、高齢者ができる限り

住みなれた地域で暮らし続けられるように、介護予

防・生活支援体制の整備が第１点、２点目として、

認知症総合支援事業につきまして、重点項目として

推進しております。 

 ２１ページをごらんください。まず１番目、介護

予防・生活支援体制の整備についてです。（１）ひ

とり暮らし高齢者等安心・見守り活動の普及・拡大

につきましては、この事業につきましては、２０１

８年度から行政区のほうに依頼して活動を進めて

いただいているものでございます。１０月末時点で

全区の８８％に当たる３１６の区で活動をしてい

ただいており、担当地区におきましては、全ての地

区で１００％実施していただいております。 

 （２）高齢者が地域とのつながりを維持しながら、

家事援助や介護予防等の集いの場を提供する支え

合い事業の状況です。これにつきましては、支え合

い事業は専門職でなくても提供できるサービス内

容であり、新たな担い手をつくるというようなこと

で、ＮＰＯ法人や社会福祉法人、地域コミュニティ

組織などの団体が中心となって進めていただいて

おります。現在、生活支援サービス事業の実施地区

数が８地区、通所介護事業の実施数が１２地区とな

っております。 

 （３）地区における支え合い活動のための協議体

ですが、表にありますとおり、現在１２ということ

で、この時点では１２地区なんですけど、今１３地

区で協議体のほうを設置していただいております。

今後またコーディネーターによる働きかけや地域

での活動を通して、さらに多くの設置を働きかけて

いきたいと思っております。 

 協議体につきましては、地域コミュニティでの課

題やニーズについて話し合える場ということで、関

係者や福祉の関係ですね、そういうものと協力して

いただきながら、サロンやカフェなど見守り体制づ

くりなどを話し合って取り組んでいただくという

ものでございます。 

 次に、大きな２番、認知症総合支援事業につきま

してです。それにつきまして、実施状況につきまし

ては、２２ページの表のほうに書いてありますので、

以上のとおりでございます。よろしくお願いいたし

ます。 

○委員長（西田  真） 続きまして、健康増進課、

お願いします。 

 どうぞ。 

○健康増進課長（宮本 和幸） では、２３ページを

ごらんください。保健事業・健康増進事業の推進に

ついてでございます。 

 まず、課題についてですが、健康づくりへの意識

啓発や知識の普及を図ることによって、疾病や障害

の早期発見と早期支援、それからがんや糖尿病など

の生活習慣病予防や重症化予防などの推進を図る

ことが必要であるというふうに考えています。 

 基本方針ですが、世代を問わず、家庭や地域、職

場などで健康への取り組みや健康づくり事業への

参加が行われ、市民全体の健康度が上がるよう支援

していくこととしています。 

 概要は大きく５点で、まず１点目は、母子保健対

策。これは２０１７年度からなんですが、妊娠、出

産から子育て期まで切れ目ない支援体制を充実す

るため、専任の保健師を配置しまして相談体制の強

化を図っております。 

 次に、２点目、感染症予防対策です。乳幼児期か

ら高齢期までの定期予防接種の接種率について、さ

らに向上するよう図ることとしています。 

 ３点目は、生活習慣病予防対策ということで、特

定健診などの受診者数の増加を図って、適切な特定

保健指導につなげたいと思っています。 

 それから、すこやか市民健診については、４０歳

到達者の胃・肺・大腸がんの検診受診料金を無料化

にしています。また、子宮頸がん・乳がん及び肝炎

ウイルス検診についても、節目年齢の方を無料化し

て、無料クーポン券を対象者に全員配付しておりま

す。 

 それと、受診しやすい環境づくりということで、
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土曜日、日曜日、それからお子さんおられる方は一

時保育というような日にちも設定しまして、受診者

数の増加を図っていきたいと考えております。 

 ４点目の健康づくりの推進につきましては、引き

続き健康を進める地区活動を支援していくことと

しています。 

 ５点目の自殺予防対策につきましては、市民への

啓発及びこころの相談の充実を進め、関係機関との

連携を図りたいと考えています。今年度中に市役所

以外の機関と意見交換をする場を設けたいなと考

えております。 

 今年度の進捗状況につきましては、２４ページに

記載しておりますのでご確認いただきたいと思い

ます。 

 次に、２５ページをお願いします。歩いて暮らす

まちづくりの推進についてです。課題については、

健康に関心のない市民も健康づくりの輪に加わっ

て、住むだけで健康になるまちへの総合的な取り組

みが必要であるということを考えています。 

 基本方針は、ハイリスクの方への対策、これはも

ちろんなんですが、予備軍への施策ということで、

ポピュレーションアプローチを強化することで社

会全体の健康度を上げることとしています。そのた

め、スロー筋トレを核とした玄さん元気教室、それ

から歩キングを柱に、運動習慣の拡大を図ってまい

りたいと考えています。 

 概要ですが、まず、玄さん元気教室の普及、拡大

を図ります。２０２０年度末までに２３５教室の立

ち上げを目標ということで拡大を図っておりまし

て、今年度は、そこに記載上げていますが、２０８

団体が１０月末現在で実施されてまして、今年度の

目標としては２０５団体を上げてますので、これは

目標は達成したのかなと考えております。 

 次に、歩キングの推進です。２０１７年度に新た

に取り組んだ市内企業向け企業歩キング、これを今

年度も実施しています。 

 それから、親子を対象にし、親子で楽しくウオー

キングしてもらう、親子仲よし歩キングを夏休みの

期間に実施しています。 

 健康ポイント制度ですが、これは、紙ベースの運

動健康ポイントシートと、それからスマホアプリの

とよおか歩子ということで実施しておりまして、幅

広い年代からの参加を目指しています。また、今年

度の進捗状況につきましてもあわせて記載してお

りますので、ご確認いただきたいと思います。 

 次に、２６ページをごらんください。人口減少抑

制対策（自然増）の推進ということでございます。

課題については、結婚支援策を中心にしまして、出

産、子育てに至る総合的な対策を推進することだと

考えています。 

 基本方針は、地方創生総合戦略のブラッシュアッ

プを行いつつ、具体事業を展開することです。 

 概要ですが、記載の事業を行っております。 

 それから、進捗状況ですが、記載のとおりです。

その中で、１の結婚支援というところの４つ目の丸、

恋するお見合いっていうのは今年度初めてチャレ

ンジした事業でありまして、好評であったことから、

次年度も取り組みたいなと考えております。 

 健康福祉部は以上でございます。 

○委員長（西田  真） 以上で説明は終わりました。 

 ただいまの説明について、質疑、意見等があれば

お願いいたします。どなたからでもどうぞ。 

 田中副委員長。 

○委員（田中藤一郎） 短目にしたいと思いますけれ

ども、１５ページの障害者福祉計画の推進でござい

ますけれども、これまでは弱者的な考えが多々あっ

たとは思うんですけれども、やはり、これだけ人口

減少、働き方改革が非常に進む中で、その働くとい

うことの大切さということで、都会ではかなり推進

が図られている中で、やはり、製造業の多いこの豊

岡市におきましても、友人の経営者の方といろいろ

お話をする中で、やはり、まだまだその支援策等々

がわかっておられない方や、その考え方自体が非常

にまだまだっていう部分があるんで、今回いろいろ

と書かれている中で、どう、企業のトップの方との

勉強会が書いてありますけども、企業というよりも、

そのトップの方の勉強会も含まれているのかどう

か、そのあたりどうでしょうか。 
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○委員長（西田  真） どうぞ。 

○社会福祉課長（原田 政彦） この勉強会につきま

しては、現在考えておりますのは、その企業のトッ

プの方との意見交換ではなくて、就労系の障害福祉

サービス事業所、いわゆる就労継続Ａ型事業所、あ

るいはＢ型事業所ということで一般就労ではない

福祉的就労、そういう作業を行っている事業所です

ね、ここについては、どちらかというと、もう福祉

的就労だけで終結をしてしまって、そこをステップ

アップにして、一般就労になかなか行かないという

ことがありますので、そこの事業所に対して勉強会

とか意見交換をする中で、就労準備性を高めていた

だいて、一般就労に向かうような、そういうその取

り組みを、意識改革といいますか、そういう取り組

みをしていきたいというところで、今こういったそ

の検討をしているところでございます。 

 今おっしゃった製造業なんかでも、多分、受け皿

としてはあるとは思うんですけれども、当然そのあ

たりの経営者の方の考え方っていうところが、昨年

度ヒアリングしたときに、一部硬直化してるところ

っていうのもありました。要は、その障害者を雇う

という概念がまずないということと、雇ったときに、

困ったときにじゃあどうしたらいいのかっていう

とこがわからないと。障害者にもどんな、いろんな

障害者があるんですけども、どのように対応したら

いいのかわからないということが見えてきました

ので、そこはまた別途、どうするのかっていうのは

検討していかないとはいけないというふうには思

っておるとこです。以上です。 

○委員長（西田  真） 田中副委員長。 

○委員（田中藤一郎） まさしくこれからそういった

ところが非常に大事な部分であるというふうに思

いますし、私の会社でも知的の障害者の方がもう１

０何年以上勤めておられる中で、やはり、その企業

のトップの人にどれだけ理解をしていただくかが

一番大切な部分というふうに思いますので、我々自

治体も考え方を変えていかないと、時代の流れに対

してどんどんとおくれていくというふうに思いま

すので、その点、積極的なことをお願いしたいとい

うふうに思います。 

 それから、神戸市との調査研究をしてはるという

ふうな形がありますので、できましたら資料をいた

だきたいなというふうに思いますし、１６ページに

あります連絡協議会等々についても、どのようなこ

とがなされたかっていう資料のほうもいただけれ

ばなというふうに思いますので、よろしくお願いい

たします。 

○委員長（西田  真） どうぞ。 

○社会福祉課長（原田 政彦） はい、資料のほうは

取りそろえておりますので、またお渡しが可能だと

思います。以上です。 

○委員長（西田  真） よろしいか。 

○委員（田中藤一郎） はい。また資料は、各委員の

ほうによろしくお願いします。 

○委員長（西田  真） 竹中委員。 

○委員（竹中  理） １７ページの子供の貧困対策

の推進というとこで、６月に対策推進会議を立ち上

げられたということで、あと、これに関連して、こ

の委員会の中でも議論されましたし、一般質問なん

かでもされたと思うんですけども、いわゆる子ども

医療費のことに関して、市長答弁の中でも、この子

供の貧困対策を通してのワーキンググループをつ

くっていくという話があったんですけど、その進捗

状況だけでいいです、細かいところまでは、どの課

に言ったらいいからわからないですけども、お願い

します。 

○委員長（西田  真） どうぞ。 

○社会福祉課参事（小野 弘順） 子供の医療費の件

につきましては、市長が議会の一般質問でも答弁さ

せていただきましたように、子どもの貧困対策推進

会議において議論するということで話でありまし

た。 

 その後、担当課との含めての話で、そこへの情報

共有等はいろいろとさせていただいたんですけど、

この件につきましては、担当市民課のほうで方針を

定めて、そこで今後協議を詰めていくという結論に

至りました。以上です。 

○委員長（西田  真） どうぞ。 
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○市民課長（定元 秀之） 先ほど言いましたように、

市民課のほうで協議をさせていただいております。

今のところ、まだ協議中ということで、今現在どの

ような施策がいいかということで、まだ判断をして

おりません、協議をしています。以上です。 

○委員長（西田  真） 竹中委員。 

○委員（竹中  理） 市長答弁の中では、１２月の

議会の議会中か、ちょっとその辺はよくわからない

んですけども、そういうことを言われたと思うんで

すけど、その辺の結論的な感じはどんな感じでしょ

うか。 

○委員長（西田  真） どうぞ。 

○市民課長（定元 秀之） そのときの答弁は、シス

テム変更する場合は、またその分については今年度

中ですか、また提案をさせてもらうという話をされ

ていたと思っております。まだ、そういうことも含

めて今、協議中でありますので。以上です。 

○委員長（西田  真） よろしいか。 

○委員（竹中  理） はい。 

○委員長（西田  真） ほかにありませんか。よろ

しいか。 

 福田委員。 

○委員（福田 嗣久） 社会福祉課の原田課長に、先

ほどの関連ですけれども、福祉事業所のことで。 

 一般的でかなり違うんでしょうけれども、福祉就

労のＡ型、Ｂ型いっておっしゃいましたけども、あ

のあたりでどれぐらいのその通っておられる方々

が所得になるのか。概略でしょうけども、教えてい

ただけますか。所得いうんか、福祉就労の場合の、

いろいろだと思うんですけども。 

○委員長（西田  真） どうぞ。 

○社会福祉課長（原田 政彦） 就労Ａ型事業所は、

雇用契約を結びますので、１時間、兵庫県の場合は

最賃が今８９９円、これは必ず確保されます。勤務

時間が通常、そうですね、４時間とか５時間とか、

フルで８時間の方もいらっしゃると思うんですけ

れども。Ａ型で、どれぐらいかな、済みません、ち

ょっとＡ型事業所で平均的なその賃金の、ちょっと

把握ができておりません。 

 翻って、Ｂ型事業所のほうにつきましては、ここ

については大体、そうですね、少ないところで、少

ない方でも５，０００円。 

○委員（福田 嗣久） 月ですか。 

○社会福祉課長（原田 政彦） 月５，０００円って

いう方もいらっしゃいますし、一般的には１万円と

か１万５，０００円という賃金は発生していると思

いますね。Ａ型については、ちょっと把握してない

ので、済みません。 

○委員長（西田  真） 福田委員。 

○委員（福田 嗣久） 続けてですけれども、先ほど

１５ページでおっしゃいました、超短時間勤務など

の働き方も検討ということを、当然企業とのタイア

ップが要るんでしょうけれども、それともう一つ、

神戸市の超時間雇用、この辺の分け方はどうなんで

す、どんなふうなお考えなんでしょうか。 

○委員長（西田  真） どうぞ。 

○社会福祉課長（原田 政彦） この超短時間雇用に

つきましては、例えば、城崎なんかは、布団の上げ

おろしいうことで、午前中３時間というふうな、既

にそういう３時間雇用されておりますけれども、そ

れ以外でも、その布団の上げおろし以外でも、そう

いうその超短時間雇用が促進できないかどうかを

考えております。 

 そもそも障害の方は、発達障害であっても、それ

から精神障害の方でも、パートで４時間あるいはフ

ルタイムの８時間の勤務はなかなかできないとい

う方がいらっしゃいます。そういった方については、

１時間でも２時間でも、そういうその雇用を生み出

して、そこでマッチングをすることによって働いて

いただこうというようなことを考えているところ

でございます。 

 この神戸のほうにつきましては、就労支援Ｂ型事

業所と就労移行事業所を兼ねたすいせいという事

業所が神戸市から委託を受けて、この超短時間雇用

ということで、事業所を企業訪問して開拓をして、

就労支援のＡ型、Ｂ型のほうで雇っているその障害

者とマッチングをして、企業の実習を経て、面接を

経て就労というような、そういうそのフローで、そ
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ういうフローのやり方でされておりますので、我々

はそこを少し、そのノウハウを吸収しながら、豊岡

市版をつくっていきたいというふうに思っており

ます。以上です。 

○委員長（西田  真） よろしいか。 

○委員（福田 嗣久） わかりました。 

○委員長（西田  真） 井上委員。 

○委員（井上 正治） いいです、ちょっとどこだか

忘れました。 

○委員長（西田  真） よろしい。ほかにありませ

んか。 

 上田伴子委員。 

○委員（上田 伴子） １８ページの包括のところで

すけれども。違う、包括じゃないわ、地域包括ケア

システムで、日高でモデル地域されて、徐々にほか

のとこにも進めておられると思うんですけども、こ

の地域包括、今、高年介護のところの横に社協の地

域包括されてるところがありますけれども、そうい

うところとのこの連携というか、例えば、そういう

事例が発生しましたら、本当に多方面にわたって連

携していかなければならないと思うんですが、なか

なか難しいケースがあると思うんですけれども、そ

ういうとこら辺での会議みたいなものは、そのケー

スごとにしておられるんか、定期的にしておられる

んか、そういうとこら辺はどうでしょう。 

 あともう１点は、どこだったかいな、２１ページ

の例の３事業の件ですけれども、今のところ、玄さ

ん元気教室の開催とか、その３事業において、なか

なか３事業ともがうまく組織できていないところ

も何件かあると思うんですけれども、そこら辺の、

どういうんですか、組織づくりとか継承とか、そう

いうとこら辺においてはどうでしょうか。 

○委員長（西田  真） どうぞ。 

○高年介護課長（恵後原孝一） まず、１点目のほう

のご質問いただきました地域包括ケアシステムの

ほうの関係ですけども、地域包括センターのほうで

は、そういった事例がありましたら、関係機関を集

めたケア会議というのを開催されます。その中でい

ろんな、どこが支援をするだとかっていうふうな調

整をされますので、それをまたケアプランのほうに

反映されるというふうな形になっております。 

○委員長（西田  真） どうぞ。 

○高年介護課参事（武田 満之） ひとり暮らし高齢

者等安心見守り活動の普及の関係につきましてな

んですけれども、実際申請していただいた団体を見

てみますと、全体としましては、１００人以上高齢

者のいる団体につきましては、全ての地区でしてい

ただいております。実際、しておられないところは、

かえって小さい、高齢者の少ない、小さい、人口規

模の小さいところがしてないというところが多い

ので、こちらにつきましては、当初、行政から考え

ると、ニーズが少ないんで、すぐに見守りしやすい

んじゃないかというふうに思っていたんですけど

も、かえって今までの地域コミュニティがあるから

申請しなくてもいいんだというような、そういうよ

うな地区もありますので、そちらにつきましては、

うまくこれまでの地域コミュニティ等を活用して

いただけるような形で申請していただくように進

めていきたいと思います。 

 あと、サロンとか玄さんの元気教室につきまして

は、そういう集う場がありますので、できるだけあ

わせて実施していただくというようなことで促進

していただけるというようなことで、地区のほうに

も進めていきたいというふうに考えております。 

○委員長（西田  真） どうぞ。 

○健康増進課長（宮本 和幸） 玄さんの関係は、今

ちょっと言ってもらいましたけども、一応今年度の

目標としては達成してますが、これ以降の分ってい

うのはなかなか難しいかなと思いますが、ＰＲをし

たり、あとお世話役さん等の研修も行って、ふやし

ていくように努力したいと思います。以上です。 

○委員長（西田  真） よろしいか。 

 上田伴子委員。 

○委員（上田 伴子） その先ほどの地域包括の件は、

さっき事例があったときにケア会議でっておっし

ゃってましたが、そのほかにも定期的に関係者の会

議も持たれているんでしょうか。 

 それからもう１点、２１ページの件ですが、やは
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り、その取り組まれたところにそのお金が給付され

るということでね、小さいところでなかなかできて

ないところには、そういう給付金が行かないという

ことでありますので、しっかりとその応援を、支援

をしていただいて、そういうところにつながるよう

にお願いしたいと思います。 

○委員長（西田  真） どうぞ。 

○高年介護課長（恵後原孝一） 済みません、ご質問

のほう、具体的な事例のほうの関係でしたので、今

回上げてますその地域包括ケアシステムっていう

ふうな在宅生活の限界点を高める仕組みであった

りとか、住みなれた地域で自分らしく人生の最期ま

で生きられる仕組みづくりっていうふうなところ

とはちょっと質問の内容が離れてるとは思うんで

すけれども、実際のところの支援策としては、そう

いうふうなケア会議を設けさせていただいてると

いうことでお答えさせていただきます。 

 それから、先ほどの、随時にでもっていうふうな、

集まる機会がないかということだったんですけれ

ども、それぞれケアマネさんにつきましてはケアマ

ネ連絡協議会であるとか、あと事業者さんのほう、

サービス提供の事業者さんは事業者さんで協議会

設けておられたりっていうことで、それぞれの専門

職で会議をされています。その中で研さんを積んで

おられるところです。よろしいでしょうか。 

○委員（上田 伴子） わかりました。 

○委員長（西田  真） よろしいか。 

 上田伴子委員。 

○委員（上田 伴子） 先ほど、その小さい地域への

支援についてはどのようなお考えを持っておられ

ますか。 

○高年介護課参事（武田 満之） こちらにつきまし

ては、まだ未実施のところにつきましては、区長様

に直接、どういうんですかね、お会いして、事業の

説明とか、あとうまく活用されてるというか、実施

されてる地区の事例等を、モデルみたいな、こうい

う形でされてますよというようなことを、ちょっと

周知といいますか、説明をしていきたいというふう

に考えております。 

○委員（上田 伴子） いいです。 

○委員長（西田  真） ほかにありませんか。 

 井上委員、どうぞ。 

○委員（井上 正治） 端的に言います。３７歳以上

における大人のひきこもりの関係が全く出てない

んですけども、特に今、８０５０問題というのも、

もう全国的に問題になっておりました。その辺の対

策はどのようにお考えでしょうか。 

○委員長（西田  真） どうぞ。 

○社会福祉課長（原田 政彦） そうですね、いわゆ

る８０５０問題であるとか７０４０問題というふ

うに一般的に言われてるような問題でございます。 

 我々は、若年者のひきこもりとこの４０代以上の

ひきこもりと、今のところは分けて考えておりませ

ん。分けて考えず、トータルで考えておりまして、

施策にしても、トータルな施策の中で展開をしてま

す。 

 例えば、そうですね、心理カウンセラーを活用し

たカウンセリング業務というのを、年、今７回持っ

ておりますけれども、大阪のほうから心理カウンセ

ラーに来ていただいて、１回当たり、１こま５０分

を３回、こういった中で、その家族にカウンセリン

グを受けていただいたり、本人が受けれれば、本人

にカウンセリングを受けていただくというような、

その施策の展開をしております。 

 それと、あと関係機関がそれぞれ集まりまして、

ケーススタディですね、ケース検討会を行っており

ます。それぞれの関係機関にひきこもりの方がつな

がれております。それは、本人や当事者であったり

家族であったりが支援機関とつながっておるケー

スでございますけども、そういったケースを一つ一

つケース検証をしながら、どのような支援策がいい

のか、どのような声かけが必要なのか、そういった

ところを踏まえた事例検討を積み重ねているとこ

ろでございます。 

 やはり、その８０５０運動、８０５０っていうの

は、本当に社会問題化しておりますので、親亡き後

どうするのかっていう問題がどうしてもついて回

りますので、そのところにつきましては、今後はも
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う少し踏み込みながら検討をしていかなければな

らないとは、そういう問題意識は持っております。

以上です。 

○委員長（西田  真） 井上委員。 

○委員（井上 正治） それで、実態というのはどの

ように把握されておられるのか、ちょっと。 

○委員長（西田  真） どうぞ。 

○社会福祉課長（原田 政彦） 実態につきましては、

平成２８年だったか２９年だったか、ちょっと年度

ははっきりしませんけれども、民生委員を活用して、

地域の中でひきこもり状態にある方について把握

をしていただいて、その数値を我々の市のほうに報

告をしていただいたところでございます。その人数

が、ちょっとうろ覚えですけども、１２０人とか１

３０人だったというふうに記憶しております。 

 ただ、先立って内閣府が調査をした内容によりま

すと、ひきこもりの出現率っていうのが１．５３だ

ったと思います。その出現率で試算をしますと、豊

岡市には５００人あるいは６００人程度のひきこ

もりがいてもおかしくないような、そういう試算に

なりますので、そこから考えると、百二、三十人い

うのはまだまだ少ないとは思いますので、そういっ

たところにもどのようにアプローチしていくかっ

ていうのは今後の検討課題だなと思っています。以

上です。 

○委員（井上 正治） いいです。 

○委員長（西田  真） よろしいか。 

 清水委員。 

○委員（清水  寛） 私のほうから１点お尋ねしま

す。１５ページの障害者の住まいの確保という点で、

この障害者自立支援協議会の傍聴をさせてもらっ

た中で、非常にこのテーマっていうのは難しいなと

いうふうに感じました。特に、一般の賃貸住宅にと

いうような話だと、恐らく、あの中での議論では答

えが出ないように見受けられまして、もう少しそう

いう意味では市内、市役所の中でもいろんな部署と

連携をしてやっていく必要があるのかなと思った

んですけども、その辺いかがお考えでしょうか。 

○委員長（西田  真） どうぞ。 

○社会福祉課長（原田 政彦） ここにつきましては、

ちょっと先ほども説明させていただきました。説明

はないか、済みません。先ほども少し説明させてい

ただきましたが、障害者自立支援協議会生活部会の

住居検討プロジェクトチーム、この中に住まいの関

係の関係機関のほうに、中に入っていただいており

まして、この中で具体的に、じゃあどのように障害

者のお住まいを確保していくのかっていうところ

の議論を昨年度からずっと引き続いて何度も会議

をしていただきながら、議論を加速していただいて

おります。 

 そんな中で出てきた大きなその課題といいます

のが、やはり、入居を希望される障害者の方を、ど

のようにひとり住まいをしていいのかどうかいう

ところを相談支援専門員が十分に認識がされてな

いということがわかったので、障害相談支援専門員

を集めた研修会を開催して、その中で具体的な事例

検討であるとか意見交換を進めていって、今後、じ

ゃあどのような支援をすべきかっていうところを

具体的に検討をしていただいたところでございま

す。 

 また、事業所の方と不動産業者の方につきまして

は、障害者を受け入れるときに、その方がどんな障

害があって、どういう特性があって、どういう点に

気をつけなければならないのかっていうとこが見

えてこないので、その障害者の方がひとり住まいを

するときには、その相談支援専門員も一緒について

きていただいて、その方の特性であるとか配慮すべ

き点とか、そういったところを教えてもらえたら、

安心をして住まいを提供することは可能だという

ことがわかりましたので、その辺も踏まえたような

冊子をつくって、ＰＲをしていきたいというふうに

思っています。以上です。 

○委員長（西田  真） 清水委員。 

○委員（清水  寛） 恐らく不動産業者さんが抱え

てる物件というのは、いわゆる売買や賃貸というも

のであって、市内の空き家に関して言えば、それ以

外の空き家が非常にあるっていうのはさきの議会

の中でもさせていただいたとおりなんですけども。
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そういう意味では、必ずしも費用ということが発生

しなくて使ってもいいよっていう物件というもの

も、恐らく豊岡市内にはたくさんあると思うんです。

住むことがまずできなければ、そもそも支援をする

ところに進まないので、まずは住める場所っていう

ところから、お試しから始めていくというような体

制をしていくっていうことも必要かと思います。そ

ういうことも含めて検討いただけたらと思います。

以上です。 

○委員長（西田  真） 答弁よろしいか。 

○委員（清水  寛） はい。 

○委員長（西田  真） ほかありませんか。よろし

いか。 

 続いて、教育委員会、説明願います。 

 まず、教育総務課。どうぞ。 

○教育総務課長（永井 義久） ２７、２８ページを

ごらんいただきたいと思います。教育・保育施設整

備等の推進ということですけども、２７ページにつ

きましては、安全対策と情報化社会に対応できるよ

うに、５つの基本方針で進めるということにしてお

ります。 

 ２８ページの進捗状況をごらんください。まず、

１点目のブロック塀等対策工事です。小学校２９校

のうちの対策工事が必要な２２校２５カ所のうち、

そのうちの２校でございますが、竹野と三方が対策

工事が不要ということがわかりました。竹野につき

ましては鉄筋が入っていたということと、三方につ

きましては１２０センチ以下の構造物だったとい

うことで、不要ということです。２０校、２３か所

を今年度中の工事として進めております。１３校１

６カ所はもう完了しております。残りにつきまして

は、今年度末に完成をする予定で進めています。 

 次に、中学校でございますけども、９校のうち２

校、日高東と日高西が対象外ですので、７校が対象

としておりましたですけども、１校、但東中学校に

つきましては、鉄筋が入ってたということで、対象

外ということにしております。こちらにつきまして

も１カ所、出石中は済んでおりますので、残りの６

校８カ所につきましては、今年度末までに完成を目

指しています。 

 ２つ目の屋内運動場、体育館の非構造部材の落下

防止対策につきましては、対象が小学校１９校あり

まして、５年計画で古いものから進めております。

今年度につきましては、港、竹野、出石、但東の４

中学校が完了しております。実施設計を小学校のご

らんの５校を進めておりまして、来年度の工事を進

めているところでございます。 

 今度は３番目の小学校等の空調整備でございま

すけども、こちらは２６校が８月までに完了してお

りまして、残りの竹野、小野、合橋は来年２月に完

成する予定で進めております。 

 それから、幼稚園につきましても、幼稚園やこど

も園につきましては、８園が完了しております。 

 次に、４の教育用情報機器の整備でございます。

こちらは５０の学校園が対象としておりまして、ウ

ィンドウズ７のサポートが来年１月に終了すると

いうことがございまして、学校の先生用のパソコン

が全てと、それからパソコン教室のパソコンでござ

いますけども、こちらは９校の整備をしております。 

 それから、次に、学校給食等の野菜等地産地消率

を３０％に目標で進めております。現在、１学期の

状況ですけども、３６．３％ということです。こち

らのほうにつきましては、春から夏にかけまして、

野菜の調達がしやすい時期ということがありまし

て３６．３ということが出ておりますけども、後半

にかけて冬を迎えますので、若干ここは微妙な数字

になってくるんではないかというふうには思って

おります。以上でございます。 

○委員長（西田  真） どうぞ。 

○教育総務課参事（橋本 明宏） 失礼します。私か

らは、２９ページの文化財の保護と活用についてご

説明をさせていただきます。 

 概要と進捗状況についてご説明をさせていただ

きます。１つ目、歴史博物館での企画展示などです

が、ことしの４月２６日にリニューアルオープンを

いたしまして、市内全体の歴史を展示させていただ

く内容に一新をさせていただいております。企画展

は、１、２と記載のとおり展示をさせていただいて
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おります。 

 ２点目、文化財の適正な管理ということですが、

文化財パトロールということで、市内の１０件の指

定文化財をお持ちのお寺と神社について、１０月４

日から１０月１６日まで文化財パトロールを実施

いたしました。 

 ３点目、文化財の保存と活用ですが、７月４日に

ことし１回目の文化財審議委員会を開催いたしま

して、市の指定文化財１件を指定させていただいて

おります。 

 ４番目、埋蔵文化財の発掘調査ですが、民間の宅

地開発などに伴いまして、遺跡の確認ですとか試掘

調査、今年度５件、今のところ実施いたしておりま

す。 

 ５番目、国指定史跡の整備でございますが、（１）

としまして但馬国分寺跡整備事業です。業者の測量、

不動産鑑定評価、補償額の調査を終えまして、その

後、契約も締結し、きょうから建物の取り壊し、解

体工事に入っていただいております。 

 （２）有子山城跡ですが、１１月発注予定として

おりますが、既に３月２５日までを工期としまして

発注をさせていただいております。順調に今のとこ

ろは推移しております。 

 私からは以上です。 

○委員長（西田  真） 続きまして、こども教育課。

どうぞ。 

○こども教育課長（飯塚 智士） それでは、３０ペ

ージ、３１ページをごらんください。こども教育課、

豊岡市における教育の充実について説明をさせて

いただきます。 

 ３１ページから進捗状況のほうを記載しており

ますけども、昨年度と比べて大きく変わったもの、

また、新たなものについて、抜粋して説明をさせて

いただきます。 

 まず、（１）平成２９年４月１日より、全ての小・

中学校において、中学校併設型小学校、小学校併設

型の中学校として、小中一貫教育「豊岡こうのとり

プラン」のほうを推進しております。今年度３年目

となりますので、来年度の新たなプランの策定に向

けて、子供にとってどうなのか、教師にとってどう

なのか、また、保護者からどう見えているのか、来

年度から始まります次期学習指導要領との整合性、

ここを視点にしながら検証に取り組んでいるとこ

ろです。 

 次に、（４）、これにつきましては、三江小学校

と資母小学校をモデル校として、ＮＰＯ法人ＰＡＶ

ＬＩＣの演劇ワークショップのプログラムによっ

て、試行的に実施をしております。 

 効果の測定につきましては、青山学院大学の苅宿

教授に研究のほうを委託しております。今年度３回

実施する予定でして、第１回目は１０月１０日、１

１日に終わりました。第２回目の予定が１２月の１

６、１７、第３回目は１月の１４、１５の予定にな

っております。 

 続きまして、次のページ、３２ページのほう、２

番の子供たちの学びを支える仕組みの確立の中の

（１）学校における働き方改革の推進について説明

をさせていただきますが、今年度から全ての小・中

学校に統合型の校務支援システムのほうを導入を

しまして、運用のほうを開始しております。 

 現状としましては、９月時点で全教員の超過勤務

時間は、平均して１時間３０分程度減少しておりま

す。また、過労死ラインと呼ばれる８０時間以上の

超過勤務教員は、延べ人数でも３０人程度減少して

います。今後も効率化と業務改善の両輪で学校現場

の働き方改革に取り組んでいこうと思っておりま

す。 

 そのほかについては記載のとおりとなりますの

で、ご確認をお願いします。 

○委員長（西田  真） 続きまして、こども育成課。

どうぞ。 

○こども育成課長（木下 直樹） それでは、３４ペ

ージ、３５ページ、子ども・子育て支援事業の推進

についてご説明申し上げます。 

 概要については、本年度、主なもの等を５つ上げ

ております。進捗状況とあわせてご説明申し上げま

す。 

 １の子ども・子育て支援事業の推進についてでご
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ざいます。その中で、子ども・子育て支援事業計画

につきましては、平成２７年度から５カ年計画です。

計画期間が今年度で終了となりますために、第２期

の計画のほうの策定を進めております。 

 豊岡市子ども・子育て会議のほうを４回開催しま

して、素案をご審議していただきました。今後１２

月ごろにパブリックコメントを実施した上で、来年

３月に計画策定を目指したいと考えております。 

 ２つ目の待機児童解消対策の推進についてでご

ざいます。１０月１日現在の待機児童の状況でござ

いますけども、１６人でございます。あと、特定の

保育所希望でありますとか求職活動を行っていな

い方など、潜在的な待機児童２４人を含めますと、

全体で４０人となっている状況でございます。 

 それで、（１）小規模保育事業でございますけど

も、こちらのほうは、定員１９人以下の事業でござ

います。保育の受け皿拡大のために、来年４月に開

設する小規模保育事業のほうを１者公募しました。

それで、９月に事業者を決定したところです。事業

者のほうにつきましては、モリ・プランズ株式会社

で、現在カバンストリート保育園などを運営されて

いるところでございます。 

 現在ですけども、事業者によりまして施設整備工

事が進められております。あわせて小規模保育事業

の認可手続等も進めまして、来年４月の開園を目指

したいと思っております。開園しますと、４つ目の

小規模保育事業所となります。 

 （２）の保育士等確保推進事業ですけども、こち

らのほうは、より働きやすく、より働きがいのある

園づくりを行いまして、保育士として働く人をふや

すことを目的に昨年度から取り組んでいる事業で

ございます。 

 公立の八条認定こども園とそれから私立のチャ

イルドハウス保育園の２園をモデル園としまして、

業務改善の施策の検討でありますとか試行、それか

ら保育の質の向上を図るスキルアップ研修等を実

施してまいりました。１１月７日には、市内保育所

等を対象に、モデル園事業の取り組みの内容であり

ますとか成果等をまとめて、全園に対して報告会の

ほうを実施させていただいたところでございます。 

 次の（３）の豊岡市における幼児教育・保育及び

放課後児童のあり方計画の策定についてですけど

も、豊岡市の特性や将来の児童数の推移などに留意

しながら、保育ニーズ等に対応した量の確保と教

育・保育のさらなる質の向上を目指して、就学前施

設及び放課後児童クラブ等のあり方について、市の

基本方針や具体的方策を取りまとめることにして

おります。９月１３日には豊岡市子ども・子育て会

議のほうから答申をいただきました。その内容につ

きまして、１０月に公共施設のあり方を考える市民

懇談会の中におきまして、その答申内容についてご

説明のほうをさせていただいたところでございま

す。 

 今後ですけども、市民懇談会におきます意見であ

りますとか関係法人との協議などを踏まえまして、

今年度中に計画案のほうを作成しまして、また市民

説明会、パブリックコメントなどを行って、来年の

８月ごろをめどに計画のほうを作成したいと考え

ております。 

 次の大きな番号の３番のほうですけども、就学前

の教育・保育の充実の中で、豊岡市就学前の教育・

保育計画「スタンダード・カリキュラム」について

でございます。こちらについては平成２２年度に作

成したもので、これによりまして保育所、認定こど

も園、幼稚園のいずれの園においても同等の質の幼

児教育・保育を提供することとしております。さら

なる実践の強化を図り、また、指導力、質の向上に

向けて取り組んでいくために、現在ですけども、カ

リキュラム検討委員会のほうを１１回開催しまし

て、更新・改訂作業のほうを進めております。１２

月のカリキュラムの完成を目指して今、進めている

ところでございます。 

 説明のほうは以上でございます。 

○委員長（西田  真） 以上で説明は終わりました。 

 ただいまの説明について、質疑、意見等があれば

お願いいたします。どなたからでもどうぞ。よろし

いか。 

 福田委員。 
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○委員（福田 嗣久） 幼児教育のあり方検討委員会

で答申を受けた説明会が一巡したと思いますけれ

ども、再度、どういった場所で、どういうふうに開

催される予定か、少しお知らせをいただきたいと思

います。 

○委員長（西田  真） どうぞ。 

○こども育成課参事（冨岡  隆） 市民懇談会の席

上で、改めて答申の内容を説明してほしいという要

望がありましたのは但東地域になっております。そ

れぞれのコミュニティ単位でお願いできないかと

いうことで、代表区長様のほうからご要望がありま

して、現在、日程調整のほうをしていただいてると

こであります。 

 資母地区につきましては、１１月２３日というこ

とで決まっておりますが、他の地区につきましては、

まだ日程の報告はいただいておりませんので、今後

となります。以上です。 

○委員長（西田  真） 福田委員。 

○委員（福田 嗣久） 旧の豊岡市域もかなり意見が

出ておったようですけども、その辺はお考えはない

んですか。 

○委員長（西田  真） どうぞ。 

○こども育成課参事（冨岡  隆） 豊岡地域のとき

にも、もう少し丁寧にということでご要望がありま

して、そのとき席上のほうでお答えさせていただき

ましたことですけども、答申の内容を説明するとい

うことになりますと、ただ、この答申が出た理由を

説明するだけっていうことになりますので、他の地

域の意見も踏まえながら、市の一定の方針を決めさ

せてもらった上で、市はこういう理由でこういうふ

うに考えているという説明会をさせていただいた

ほうがいいというふうには思いましたので、豊岡地

域の会場につきましてはそのように説明をさせて

いただきまして、３５ページにも書いておりますけ

ども、計画案を作成した後、市民説明会の中でご意

見を聞きながら最終の案を決めていきたいなとい

うふうに考えております。以上です。 

○委員長（西田  真） 福田委員。 

○委員（福田 嗣久） 議会での説明会が１１月２６

日の予定でしたけども、基本的にこれは延長される

ということでよろしいんでしょうか。 

○委員長（西田  真） どうぞ。 

○こども育成課参事（冨岡  隆） １１月２６日に

計画案の説明をさせていただきたいということで

お願いしておりましたけども、まだ計画案ができて

いないということと、パブリックコメントの準備も

できておりませんので、大変申しわけないですけど

も、延長させてくださいというお願いをさせていた

だきました。以上です。 

○委員長（西田  真） 福田委員。 

○委員（福田 嗣久） 基本的にそういう経緯の中で、

少し、今の予定では来年の８月に計画案策定という

ことですから、５カ月程度延ばして、よく協議をし

ていくということでよろしいですね。 

○委員長（西田  真） どうぞ。 

○こども育成課参事（冨岡  隆） はい、そのとお

りのように考えております。 

○委員（福田 嗣久） 了解しました。 

○委員長（西田  真） よろしいか。ほかにありま

せんか。 

 上田伴子委員。 

○委員（上田 伴子） １点は、３０ページの教員の

働き方のところで、今年度、その残業時間が減って、

平均１時間３０分ぐらい減ったと。また、過労死何

とかラインの、その方たちの人数も３０人減ったと

いうことでありましたが、その１時間３０分ぐらい

減った方の人数といいますか、人数とか、それから

３０人、その過労死ラインの残業時間には、より過

ぎてた人が３０人減ったということではありまし

たが、この小・中学校の分布的なもの、また、その

減ったけれども、なおかつまだそういうラインに達

してるような方があるのかどうか、そこら辺を。 

 それから、あと１点、福田議員のところには関連

するかもしれませんが、３５ページのその計画案の

ところで、職員さんたちへの説明会なんかはされた

のかどうか、そこら辺をお願いいたします。 

○委員長（西田  真） どうぞ。 

○こども教育課長（飯塚 智士） まず、３０分程度
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という話をさせていただきましたが、これは、あく

まで全教職員の平均の６カ月間、１時間半程度とい

う話ししましたが、６カ月間で１時間半程度、月平

均でいくと１５分程度減ったのかなというふうに

は思っておりますが、ですから、１人当たりになり

ますと、本当にごくわずかなものです。 

 あとは、その３０人程度減ったといいますが、大

体月に７０人から８０人程度は８０時間以上の勤

務がありますので、大体それが月ごとに、３０人で

すから五、六人、平均すると減ったというぐらいで

すので、非常に高い割合ではあります。 

 ただ、この校務支援システムを入れたことによっ

て、多少効果は出てきているのかな。といいますの

も、４月当初は勤務時間というのが一時期ふえまし

た。これは、昨年度１２月に校務支援システムの、

お試し期間ではありませんが、試行的に導入をしま

した。そこで練習をしていただいたんですが、やは

り４月になって、新たに導入をされて、使い方にふ

なれであるとか、そういった部分で一時的にはふえ

たんですが、今、徐々に効果を出してきているとい

うふうに判断をしているところです。 

 今、小・中学校別でいきますと、やはり中学校の

教諭が一番、８０時間以上の勤務は多いというふう

な状況であります。以上です。 

○委員長（西田  真） どうぞ。 

○こども育成課参事（冨岡  隆） 答申の内容の説

明のほうですけれども、公立園のほうにつきまして

は、公立園の園長と、それから職員組合のほうに答

申の内容を説明させていただいております。私立園

につきましては、それぞれの職員様という場面はち

ょっと設定できなくて、理事長様とか園長の皆さん

に集まっていただいて、答申の内容を説明させてい

ただきました。以上です。 

○委員長（西田  真） 上田伴子委員。 

○委員（上田 伴子） 今、育成課のほうから、こど

も教育課のほうからも返答いただいたんですが、や

はり、まだまだ中学校においては８０時間以上の方

が多々おられる現状であると思いますので、そこら

辺の改善をより一層お願いしたいと思います。意見

です。 

 それから、こども育成課のほうのその計画案につ

いてですけれども、職員組合と職員さんたちとは

別々の形での説明をされたんでしょうか。 

○委員長（西田  真） どうぞ。 

○こども育成課参事（冨岡  隆） 計画はまだでき

ておりませんので、答申の内容を説明ということで

ございます。職員の方は職員組合の方に、それから

園のほうには各園長のほうにということで、広く全

員にということはまだ行っておりません。以上です。 

○委員長（西田  真） 上田伴子委員。 

○委員（上田 伴子） こども育成課のほうのその答

申案の段階で、大体職員さんたちの受けとめ方はど

んな感じだったんでしょうか。 

○委員長（西田  真） どうぞ。 

○こども育成課参事（冨岡  隆） それは、公立園、

私立園。 

○委員（上田 伴子） 公立園のほう。 

○こども育成課参事（冨岡  隆） 公立園のほうで

すか。 

○委員（上田 伴子） 私立のほうはされて、職員さ

んたちにはされてない、施設長さんだけですよね。 

○こども育成課参事（冨岡  隆） そうですね、は

い。 

 公立園の職員の皆様のほうからにつきましては、

職場の数が減りますので、そういった課題につきま

して、主に意見をいただいてるというとこでござい

ます。以上です。 

○委員長（西田  真） よろしいか。 

○委員（上田 伴子） いいです。 

○委員長（西田  真） ほかにありませんか。よろ

しいか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（西田  真） なければ、それでは、この

件は、この程度にとどめておきたいと思います。 

 本日は、当局の皆さん、説明それぞれいただきま

したけど、言い漏らしたこととかこれはということ

があれば発言していただきたいと思いますが、特に

ありませんか。 
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 どうぞ。 

○こども教育課長（飯塚 智士） 先ほど平均の超過

勤務時間の話をしましたが、済みません、延べ時間

ではなく平均時間なので、月当たり、全職種で大体

１時間、なだめて１時間半程度短縮しているという

ことで、訂正させてください。 

○委員長（西田  真） ほかにありませんか。これ

は言っておきたいとか漏れとるとかありませんか。

よろしいか。 

 それでは、当局職員の方は退席していただいて結

構でございます。ご苦労さまでした、ありがとうご

ざいました。 

 委員会を暫時休憩します。 

午前１１時４０分休憩 

──────────────────── 

午前１１時４３分再開 

○委員長（西田  真） それでは、委員会を再開い

たします。 

 次に、（２）委員会の重点調査事項についてです

が、今後１年間の当委員会の重点調査事項を決定し

たいと思います。 

 前期の委員会で確認した重点調査事項をお手元

に配付しておりますので、これをもとに協議をいた

だきたいと思います。 

 別紙１をごらんください。よろしいでしょうか。

８項目についてですが、この件について、意見はあ

りませんでしょうか、どうでしょうか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（西田  真） ありませんか、よろしいか。 

 それでは、引き続き、この項目を重点調査事項と

して決定しますが、ご異議はありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（西田  真） ご異議なしと認め、そのよ

うに決定いたしました。 

 次に、（３）の各種委員の選出についてですが、

別紙２にありますように、まず、下段に記載のとお

り、条例等によりまして、委員長が充て職として、

（１）から民生委員推せん会委員、２番目、豊岡市

青少年問題協議会委員、３番目、豊岡市災害対策本

部出席者、４番目、豊岡市社会福祉協議会評議員、

５番目、豊岡市功労者表彰審査委員会委員及び（６）

豊岡市子どもと心でつながる市民運動推進協議会

会員を、また、副委員長が充て職として、（１）民

生委員推せん会委員を務めることになっておりま

す。 

 次に、互選によるものとしまして、上記記載のと

おり、当委員会から豊岡市国民健康保険運営協議会

委員を４名、次に、豊岡第２清掃センター管理運営

協議会委員を２名、次に、豊岡市パチンコ店等建築

審査会委員を２名、次に、豊岡防犯協会役員を２名

及び豊岡市奨学生選考委員会委員を２名、それぞれ

選出することになっております。 

 なお、豊岡市国民健康保険運営協議会委員は、括

弧書きの役職が指定されております。また、豊岡防

犯協会役員は、米印のとおり、旧豊岡市の委員とい

うことと括弧書きの役職が指定されておりますの

で、よろしくお願いいたします。 

 この件については、各委員の希望を聞いて調整し

たいと考えますが、それでよろしいでしょうか。

（「委員長一任」と呼ぶ者あり） 

 異議なしでよろしいですか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（西田  真） それでは、異議なしという

ことで、ここで委員会を暫時休憩いたします。 

 もう、それでは指定でよろしいか。（「はい」と

呼ぶ者あり） 

午前１１時４５分休憩 

──────────────────── 

午前１１時４５分再開 

○委員長（西田  真） 委員会を再開いたします。 

 それでは、豊岡市国民健康保険運営協議会委員に、

会長職に福田嗣久委員を、会長代理職に竹中理委員、

委員に清水寛委員、委員に上田伴子委員の４名、豊

岡第２清掃センター管理運営協議会委員に竹中理

委員、清水寛委員の２名、豊岡市パチンコ店等建築

審査会委員に田中藤一郎委員、井垣文博委員の２名、

豊岡防犯協会役員に、副会長職に西田真、監事職に

上田伴子委員の２名、豊岡市奨学生選考委員会委員
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に井上正治委員、田中藤一郎委員の２名と決定しま

した。よろしくお願いをいたします。 

 次に、（４）その他のア、席次の指定についてご

協議をお願いいたします。 

 本日は、会派構成に配慮した形で着席いただいて

おりますが、ご意見等があればお聞かせください。

（「これで結構ですけど」と呼ぶ者あり）よろしい

ですか。（「はい」と呼ぶ者あり） 

 今、このとおりで結構ですという意見がありまし

たけど、今のお座りの席でよろしいでしょうか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（西田  真） 特に意見がないようなので、

そのように決定いたします。 

 次に、（４）のイ、その他ですが、この際、委員

の皆さんから何かありましたらお願いをいたしま

す。ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（西田  真） それでは、委員会の懇親会

の案内をしたいと思います。 

 １２月１３日金曜日、常任委員会の後、１８時３

０分から委員と当局との懇親会を大丸で予定して

いますので、よろしくお願いをいたします。 

 配役をちょっと申し上げておきます。挨拶は私、

西田委員長で行います。司会は田中副委員長、乾杯

は、年長議員、上田伴子委員、中締めは、年長部長

であります久保川部長でお願いしたいと思ってお

ります。これでよろしいでしょうか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（西田  真） そしたら、異議なしという

ことで、このように決定いたしました。 

 続きまして、管外視察の件であります。管外視察

の日程ですが、５月１２日火曜日から５月１５日金

曜日までの２泊３日で行いたいと思いますので、日

程の確保をお願いします。 

 行き先、視察項目を次回１２月１３日の委員会の

ときに方向づけをしたいと思います。視察先の意向

があれば、１２月１３日の委員会時に教えていただ

きたいと思いますが、よろしいでしょうか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（西田  真） それでは、１２月１３日の

委員会時にまた教えていただきたいと思います。よ

ろしくお願いします。 

○委員（福田 嗣久） これは、１２日に出発とか１

３日に出発とか入ってるんですね。 

○委員長（西田  真） はい。それは今、福田委員

が言われましたように、５月１２日から５月１５日

の金曜日ですけど、５月１２日に出発するパターン

と５月１３日に出発するパターンの２泊３日であ

りますので、そのように予定の確保をお願いいたし

ます。 

 次に、管内視察の件であります。同時に管内視察

の方向づけもお願いしたいと思っております。参考

に、皆さんに歴代の視察先一覧表、管外・管内視察

を配付しておりますので、見ていただきたいと思っ

ております。このように歴代の視察先がありますの

で、これを参考に、また１２月１３日のときに皆さ

んから意見を募りたいと思っております。よろしい

でしょうか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（西田  真） それでは、そのように、よ

ろしくお願いしたいと思います。 

 本日の委員会で委員の皆さん、特に発言があれば

この場でお聞きしますけど、何かございませんでし

ょうか。ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（西田  真） それでは、以上をもちまし

て文教民生委員会を閉会いたします。お疲れさまで

ございました。ありがとうございました。 

午前１１時５０分閉会 

──────────────────── 


